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は
じ
め
に

従
来
、
校
書
は
当
該
時
代
の
学
術
体
系
を
理
解
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
主
に
目
録
学
の
範
疇
で
分
析
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
い
う
校
書

と
は
、
あ
る
書
物
に
つ
い
て
、
複
数
の
書
物
（
伝
本
）
を
く
ら
べ
合
わ
せ
て
、
異
同
や
正
誤
を
調
べ
正
し
、
定
本
を
作
成
す
る
こ
と
を
指
す
。

一
方
、
本
稿
で
い
う
と
こ
ろ
の
校
書
と
は
、
校
書
を
主
導
す
る
政
権
が
種
々
の
書
物
を
ど
の
よ
う
に
収
集
し
た
の
か
、
ど
の
書
物
を
残
し
、

ど
の
書
物
を
残
さ
な
い
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
残
す
の
か
、
く
わ
え
て
残
す
べ
き
と
判
断
し
た
書
物
を
ど
の
よ
う
に
分
類
し
載
録
し
た
の

か
、
と
い
っ
た
一
連
の
政
治
的
行
為
を
指
す
。
こ
の
い
か
な
る
書
物
を
い
か
な
る
基
準
で
残
す
の
か
、
あ
る
い
は
残
さ
な
い
の
か
、
と
い
う

点
に
お
い
て
校
書
に
は
、
校
書
実
施
者
の
判
断
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
主
体
が
王
朝
と
な
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
著
し
い
政

治
性
が
現
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
本
稿
は
、
政
権
が
主
導
す
る
校
書
の
も
つ
政
治
性
が
当
該
時
代
の
歴
史
的
特
質
と

い
か
に
関
わ
る
の
か
に
言
及
し
た
い
。

校
書
の
持
つ
政
治
性
に
つ
い
て
は
、
曹
氏
と
司
馬
氏
と
の
緊
張
の
高
ま
る
魏
西
晋
交
替
期
か
ら
西
晋
の
天
下
統
一
の
頃
ま
で
に
行
わ
れ
た

鄭
黙
・
荀
勗
の
校
書
事
業
に
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
校
書
は
図
書
分
類
の
方
法
が
四
部
分
類
に
変
わ
っ
た
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
時
、

中
書
が
統
括
し
、
秘
書
を
実
施
部
局
と
し
た
修
史
事
業
、
と
く
に
同
時
代
史
編
纂
と
連
動
す
る
き
わ
め
て
政
治
性
の
高
い
事
業
で
あ
っ
た
。
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こ
の
事
業
は
、
西
晋
武
帝
期
に
秘
書
を
管
轄
部
局
と
し
て
校
書
と
修
史
と
を
連
動
さ
せ
る
「
校
書
修
史
体
制
」
と
し
て
確
立
す
る （
１
）。

本
稿
で
は
、
こ
の
西
晋
期
に
確
立
し
た
「
校
書
修
史
体
制
」
を
受
け
た
東
晋
期
に
お
け
る
校
書
と
修
史
の
実
態
に
迫
り
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、

東
晋
期
の
校
書
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
図
書
分
類
の
形
式
は
以
後
、
清
朝
に
至
る
ま
で
変
わ
る
こ
と
の
な
い
四
部
分
類
（
経
史
子
集
）
の
礎
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
修
史
に
関
し
て
は
、
私
撰
・
官
撰
の
別
、
お
よ
び
『
隋
書
』
経
籍
志
で
正
史
と
古
史
と
に
分
類
さ
れ
た
紀
伝
体

と
編
年
体
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
時
代
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、「
史
」
と
い
う
意
識
の
顕
在
化
し

た
時
代
で
あ
る
西
晋
を
受
け
た
東
晋
期
が
、
私
撰
・
官
撰
に
よ
る
紀
伝
体
・
編
年
体
の
同
時
代
史
編
纂
流
行
の
時
代
と
評
さ
れ
る
点
に
お
い

て
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
両
晋
と
並
び
称
さ
れ
る
西
晋
王
朝
と
東
晋
王
朝
と
の
間
に
連
続
と
非
連
続
と
が
混
在
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
東
晋
期
に

お
け
る
校
書
と
修
史
と
の
連
動
性
に
着
目
し
検
討
を
加
え
た
い
。
さ
ら
に
東
晋
期
に
多
く
の
紀
伝
体
・
編
年
体
に
よ
る
同
時
代
史
が
編
ま
れ

た
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。

第
一
章
　
東
晋
期
の
校
書
―
問
題
点
の
整
理
―

東
晋
朝
の
校
書
に
つ
い
て
は
、
梁
・
阮
孝
緒
『
七
録
』
序
（『
広
弘
明
集
』
巻
三
帰
正
篇
第
一
之
三
）
中
の
「
古
今
書
最
」
に
、『
晋
元
帝

書
目
四
部
』
三
百
五
帙
、
三
〇
一
四
巻
と
『
晋
義
熙
四
年
秘
閣
四
部
目
録
』（
四
〇
八
年
）
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る （
２
）。

ま
ず
、『
晋
元
帝
書
目
四
部
』
に
つ
い
て
は
、『
隋
書
』
巻
三
二
経
籍
志
総
序
に
、

魏
氏
代
漢
、
采
掇
遺
亡
、
藏
在
祕
書
中
、
外
、
三
閣
。
魏
祕
書
郞
鄭
默
、
始
制
中
經
、
祕
書
監
荀
勗
、
又
因
中
經
、
更
著
新
簿
、
分
爲

四
部
、
總
括
羣
書
。
一
曰
甲
部
、
紀
六
藝
及
小
學
等
書
。
二
曰
乙
部
、
有
古
諸
子
家
、
近
世
子
家
、
兵
書
、
兵
家
、
術
數
。
三
曰
丙
部
、

有
史
記
、
舊
事
、
皇
覽
、
簿
、
雜
事
。
四
曰
丁
部
、
有
詩
賦
、
圖
讚
、
汲
冢
書
。
大
凡
四
部
合
二
萬
九
千
九
百
四
十
五
卷
。
但
錄
題
及

言
、
盛
以
縹
囊
、
書
用
緗
素
。
至
於
作
者
之
意
、
無
所
論
辯
。
惠
、
懷
之
亂
、
京
華
蕩
覆
、
渠
閣
文
籍
、
靡
有
孑
遺
。
東
晉
之
初
、
漸

東
洋
史
論
集
四
七
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更
鳩
聚
。
著
作
郞
李
充
、
以
（
荀
）
勗
舊
簿
校
之
、
其
見
存
者
、
但
有
三
千
一
十
四
卷
。
充
遂
總
沒
衆
篇
之
名
、
但
以
甲
乙
爲
次
。
自

爾
因
循
、
無
所
變
革
。
其
後
中
朝
遺
書
、
稍
流
江
左
。

と
、
西
晋
末
に
壊
滅
的
な
被
害
に
あ
っ
た
宮
廷
図
書
の
状
況
を
受
け
、
東
晋
初
か
ら
図
書
の
収
集
が
開
始
さ
れ
た
と
あ
る
。
の
ち
著
作
郎
李

充
が
東
晋
創
始
以
後
に
集
め
ら
れ
た
図
書
を
荀
勗
簿
（
荀
勗
の
校
書
リ
ス
ト
）
と
対
校
し
た
と
こ
ろ
、
荀
勗
書
目
に
名
が
確
認
で
き
る
も
の

は
、
わ
ず
か
三
〇
一
四
巻
の
み
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
こ
の
数
字
は
荀
勗
書
目
と
の
比
較
で
あ
り
、
集
め
ら
れ
た
書
物
が
三
〇
一
四
巻
で
あ
っ

た
こ
と
を
意
味
し
な
い
）。
李
充
は
こ
の
書
物
群
に
篇
名
を
つ
け
ず
、
甲
乙
を
も
っ
て
区
分
と
し
、
以
後
こ
の
区
分
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
と
い
う
の
が
『
隋
書
』
の
見
解
で
あ
る
。

『
隋
書
』
に
先
行
す
る
史
料
と
し
て
、『
七
録
』
序
（『
広
弘
明
集
』
巻
三
帰
正
篇
第
一
之
三
）
に
、

魏
晉
之
世
、
文
籍
逾
廣
、
皆
藏
在
祕
書
、
中
、
外
三
閣
。
魏
祕
書
郞
鄭
默
刪
定
舊
文
、
時
之
論
者
謂
爲
朱
紫
有
別
。
晉
領
祕
書
監
荀
勗
、

因
魏
中
經
更
著
新
薄
、
雖
分
爲
十
有
餘
卷
、
而
總
以
四
部
別
之
。
惠
懷
之
亂
、
其
書
略
盡
。
江
左
草
創
、
十
不
一
存
。
後
雖
鳩
集
、
淆

亂
已
甚
。
及
著
作
佐
郞
李
充
、
始
加
刪
正
、
因
荀
勗
舊
簿
四
部
之
法
、
而
換
其
乙
丙
之
書
、
沒
略
眾
篇
之
名
、
總
以
甲
乙
爲
次
。

と
、
荀
勗
が
校
書
し
た
書
物
は
西
晋
末
の
混
乱
で
灰
燼
に
帰
し
、
十
に
一
つ
も
残
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
図
書
を
集
め
る
も
、

雑
多
な
も
の
が
多
く
、
著
作
郎
李
充
が
こ
れ
ら
の
書
物
を
整
理
し
、
荀
勗
の
定
め
た
四
部
の
方
法
に
基
づ
い
て
分
類
し
た
と
す
る
。

こ
こ
で
い
う
荀
勗
校
書
と
は
、
西
晋
武
帝
期
、
全
国
か
ら
鳩
集
さ
れ
た
天
下
の
書
物
十
万
余
が
秘
書
監
荀
勗
に
よ
り
書
一
千
八
百
八
十
五

部
、
二
萬
九
百
三
十
五
巻
に
整
理
さ
れ
、『
晋
武
帝
中
経
簿
』
と
し
て
完
成
さ
れ
た
も
の
を
指
す
。
こ
の
校
書
事
業
は
、
劉
向
以
来
の
六
部
分

類
を
甲
・
乙
・
丙
・
丁
の
四
部
に
再
編
し
た
こ
と
、
お
よ
び
後
代
の
四
部
分
類
の
原
型
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
図
書
分
類
の
画
期
と
さ

れ
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
こ
の
荀
勗
校
書
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
宮
廷
図
書
が
西
晋
末
の
混
乱
で
ほ
ぼ
失
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

李
充
の
校
書
に
つ
い
て
、『
文
選
』
巻
四
六
序
下
「
王
文
憲
集
序
」
に
引
く
臧
栄
緒
『
晋
書
』
に
は
、

李
充
、
字
弘
度
、
爲
著
作
郞
、
于
時
典
籍
混
亂
、
刪
除
頗
重
、
以
類
相
從
、
分
爲
四
部
、
甚
有
條
貫
、
祕
閣
以
爲
永
制
、
五
經
爲
甲
部
、

史
記
爲
乙
部
、
諸
子
爲
丙
部
、
詩
賦
爲
丁
部
。
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と
、
著
作
郎
と
な
っ
た
李
充
が
、
当
時
混
乱
し
て
い
た
典
籍
の
重
複
を
取
り
除
き
、
五
経
を
甲
部
、
史
記
を
乙
部
、
諸
子
を
丙
部
、
詩
賦
を

丁
部
に
配
す
る
四
部
分
類
と
し
て
整
理
し
た
と
あ
る
。
こ
の
分
類
は
筋
道
の
通
っ
た
分
類
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
、
秘
閣
の
「
永
制
」
に
な
っ

た
と
さ
れ
る
。

上
引
し
た
史
料
に
つ
い
て
内
藤
湖
南
氏
は
、
目
録
学
が
衰
え
、
単
に
簿
録
に
堕
し
た
た
め
李
充
の
校
書
は
荀
勗
校
書
に
依
拠
す
る
が
、
乙

部
と
丙
部
と
を
取
り
替
え
、
単
に
甲
乙
丙
丁
で
区
分
し
た
も
の
に
な
っ
た
と
す
る （
３
）。
ま
た
、
倉
石
武
四
郎
氏
は
、
東
晋
元
帝
に
始
ま
っ
た

図
書
収
集
の
進
捗
は
思
わ
し
く
な
く
穆
帝
の
永
和
中
に
著
作
郎
李
充
が
荀
勗
の
校
書
リ
ス
ト
と
対
校
し
た
と
こ
ろ
、
現
存
す
る
も
の
は
三
〇

一
四
巻
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
を
整
理
し
た
と
す
る
。
そ
の
後
こ
の
分
類
は
秘
閣
の
制
度
と
な
り
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
、
乙
部
に
史
書
を

採
録
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
史
書
と
諸
子
書
の
比
重
の
問
題
で
あ
っ
た
と
す
る （
４
）。
両
氏
の
見
解
か
ら
、
西
晋
荀
勗
の
四
部
分
類
を
受
け
、

乙
部
と
丙
部
と
を
入
れ
替
え
た
東
晋
李
充
の
分
類
が
前
近
代
中
国
の
伝
統
的
四
部
分
類
を
決
定
づ
け
た
と
の
理
解
が
見
え
る （
５
）。

し
か
し
、
こ
こ
で
解
せ
な
い
こ
と
は
、
穆
帝
永
和
年
間
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
李
充
の
校
書
が
、
な
ぜ
東
晋
の
初
代
皇
帝
で
あ
る
元
帝
の

時
期
に
集
積
さ
れ
た
図
書
だ
け
を
対
象
と
し
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
図
書
の
収
集
は
、
元
帝
（
三
一
七
～
三
二
二
年
）
以
降
穆
帝
期

（
三
四
四
～
三
六
一
年
）
に
至
る
ま
で
、
明
帝
・
成
帝
・
康
帝
の
約
二
二
年
の
間
に
も
継
続
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
穆
帝
期
に
は
か

な
り
多
く
の
図
書
を
収
集
し
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。

く
わ
え
て
、
西
晋
末
の
混
乱
を
受
け
成
立
し
た
東
晋
初
の
元
帝
期
に
限
定
し
た
書
物
を
分
類
す
る
さ
い
に
、
荀
勗
書
目
と
対
校
し
て
整
理

さ
れ
た
、
わ
ず
か
三
〇
一
四
巻
の
書
物
群 （
６
）
を
も
っ
て
「
史
」
書
が
諸
子
の
書
よ
り
多
い
と
い
う
理
由
で
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
、
そ
の
分
類

が
永
制
と
な
っ
た
と
い
う
理
解 （
７
）
を
す
ん
な
り
受
け
入
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
な
ぜ
荀
勗
書
目
に
載
録
さ
れ
た
三
〇
一
四
巻
の
み
を
分
類
し

た
李
充
の
不
完
全
と
も
思
え
る
分
類
法
が
、「
甚
だ
條
貫
有
り
て
、
祕
閣
以
て
永
制
と
爲
す
」
と
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
。
こ
こ
に
こ

そ
、
李
充
の
校
書
事
業
が
も
つ
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
分
量
の
多
寡
と
い
う

視
点
で
は
な
い
、
乙
丙
を
入
れ
替
え
る
に
十
分
な
別
の
背
景
が
あ
っ
た
と
予
想
で
き
る
。

い
ま
ひ
と
つ
李
充
の
校
書
の
重
要
性
に
言
及
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
李
充
の
分
類
を
受
け
永
制
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
徐
広
の
校

東
洋
史
論
集
四
七
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書
と
の
関
わ
り
が
挙
げ
ら
れ
る
。
徐
広
の
校
書
と
は
、『
玉
海
』
巻
五
二
芸
文
秘
閣
四
部
書
に
引
く
『
続
晋
陽
秋
』
に
、「
晋
孝
武
寧
康
十
六

年
詔
、
著
作
郞
徐
廣
校
祕
閣
四
部
見
書
、
凡
三
萬
六
千
卷
」
と
、
孝
武
寧
康
年
間
に
勅
を
受
け
た
徐
広
（
著
作
郎
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い

て
は
後
述
）が
、
秘
閣
の
書
物
に
対
し
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
晋
孝
武
寧
康
十
六
年
に
詔
が
下
り
、
校
書
が
開
始
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
姚

名
達
氏
は
、
寧
康
の
年
号
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
は
三
七
三
～
三
七
五
年
の
三
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
寧
康
元
年
（
三
七
三
）
の
誤
り
と
す
る （
８
）。

他
方
、
余
嘉
錫
氏
は
、『
七
録
』
序
「
古
今
書
最
」
に
挙
げ
ら
れ
た
『
晋
義
熙
四
年
秘
閣
四
部
目
録
』
と
『
隋
書
』
巻
三
三
経
籍
志
史
部
簿

録
に
引
く
『
晋
義
熙
已
来
新
集
目
録
』
三
巻
と
が
同
一
書
で
あ
り
、
そ
の
編
者
を
『
新
唐
書
』
巻
五
八
藝
文
二
乙
部
史
録
目
録
類
に
、「
丘
深

之
晋
義
熙
以
来
新
集
目
録
三
巻
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、『
宋
書
』
巻
八
一
顧
琛
伝
に
付
伝
さ
れ
る
丘
淵
之
で
あ
っ
た
と
す
る （
９
）。
こ
の
見
解

に
唐
明
元
氏
は
疑
義
を
呈
し
、『
晋
義
熙
已
来
新
集
目
録
』
と
は
文
集
の
目
録
で
あ
り
、『
晋
義
熙
四
年
秘
閣
四
部
目
録
』
と
は
別
書
と
す
る
。

そ
の
う
え
で
、
唐
氏
は
、『
晋
義
熙
四
年
秘
閣
四
部
目
録
』
の
編
者
を
徐
広
と
し
、
寧
康
年
間
に
始
ま
り
、
義
熙
四
年
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る

と
結
論
づ
け
る （
10
）。
こ
こ
で
は
唐
氏
の
見
解
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

徐
広
の
校
書
事
業
が
寧
康
年
間
に
始
ま
り
、
義
熙
四
年
に
完
成
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
お
お
よ
そ
三
十
年
も
の
歳
月
を
要
し
た
大
事
業
で

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
長
年
に
わ
た
り
載
録
さ
れ
た
数
は
約
三
万
六
千
巻
に
の
ぼ
り
、
四
部
分
類
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
西
晋
武
帝
期
に
行
わ
れ

た
荀
勗
校
書
（『
晋
武
帝
中
経
簿
』）
の
書
一
千
八
百
八
十
五
部
、
二
萬
九
百
三
十
五
巻
を
も
凌
ぐ
規
模
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

東
晋
期
の
集
大
成
と
も
い
え
る
徐
広
の
校
書
に
つ
い
て
の
研
究
は
皆
無
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
に
は
李
充
の
四
部
分
類
が
踏
襲
さ
れ
た
で

あ
ろ
う
と
の
前
提
、
載
録
さ
れ
た
書
物
の
情
報
が
全
く
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
目
録
学
的
な
興
味
関
心
を
引
き
起
こ
さ
な
か
っ
た

も
の
と
想
像
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
施
期
間
の
長
さ
、
載
録
数
と
い
う
点
か
ら
見
て
、
こ
の
校
書
が
当
該
時
期
に
果
た
し
た
政
治
的
社

会
的
意
味
は
大
き
か
っ
た
と
想
定
で
き
る
。
く
わ
え
て
、
孝
武
帝
、
安
帝
と
幼
少
期
に
即
位
し
、
内
に
桓
温
、
司
馬
道
子
、
司
馬
元
顕
、
桓

玄
、
劉
裕
と
い
っ
た
皇
帝
権
を
掣
肘
す
る
勢
力
が
力
を
振
る
い
、
外
に
淝
水
の
戦
い
に
代
表
さ
れ
る
外
圧
の
猛
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
時
代

に
行
わ
れ
た
校
書
と
い
う
意
味
合
い
に
お
い
て
も
、
そ
の
歴
史
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
当
該
時
期
の
歴
史
的
特
質
を
う
か
が
う
う

え
で
重
要
で
あ
る
。

－5－

東
晋
期
に
お
け
る
校
書
事
業
と
晋
史
編
纂
（
永
田
）



第
二
章
　
東
晋
期
に
お
け
る
校
書
と
著
作
郎

第
一
節
　
著
作
郎
李
充
と
校
書
事
業

『
晋
書
』
巻
九
二
文
苑
伝
に
は
、

李
充
字
弘
度
、
江
夏
人
。
…
。
辟
丞
相
王
導
掾
、
轉
記
室
參
軍
。
…
。
遭
母
憂
。
服
闋
、
爲
大
著
作
郞
。
于
時
典
籍
混
亂
、
充
刪
除
煩

重
、
以
類
相
從
、
分
作
四
部
、
甚
有
條
貫
、
祕
閣
以
爲
永
制
。
累
遷
中
書
侍
郞
、
卒
官
。

と
、
李
充
は
、
丞
相
王
導
（
二
七
六
～
三
三
九
年
）
に
辟
召
さ
れ
掾
と
な
り
、
転
じ
て
記
室
参
軍
と
な
っ
て
い
る
。
母
の
喪
に
服
し
た
後
、

大
著
作
郎
と
な
り
、
校
書
に
携
わ
っ
た
と
あ
る
。
唐
・
張
彦
遠
『
法
書
要
録
』
巻
八
妙
品
衛
婦
人
伝
に
よ
れ
ば
、
李
充
の
母
衛
氏
が
七
八
才

で
没
し
た
の
は
永
和
五
年
（
三
四
九
）
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
李
充
の
『
晋
元
帝
四
部
書
目
』
の
編
纂
は
、
三
年
の
服
喪
後
に
行
わ
れ
た
と

判
断
で
き
る
。
こ
の
編
纂
は
、
穆
帝
期
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
対
象
は
元
帝
期
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
穆
帝
は
、
わ

ず
か
在
位
二
年
、
二
三
歳
で
亡
く
な
っ
た
成
帝
の
あ
と
を
承
け
、
二
歳
で
即
位
す
る
。
皇
太
后
臨
朝
の
も
と
、
会
稽
王
昱
（
後
の
簡
文
帝
）

の
補
政
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
当
時
は
桓
温
が
勢
力
を
拡
大
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
穆
帝
は
升
平
元
年
（
三
五
七
）
親
政
を
開
始
す

る
も
、
わ
ず
か
十
九
歳
で
死
去
す
る
。

こ
の
よ
う
な
時
期
に
な
ぜ
元
帝
期
に
限
定
し
た
校
書
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
手
が
か
り
は
多
く
な
い
が
、
李
充
が
（
大
）
著
作
郎

を
も
っ
て
校
書
を
実
施
し
た
点
に
着
目
し
、
分
析
し
た
い
。
著
作
郎
の
職
掌
に
つ
い
て
『
晋
書
』
巻
二
四
職
官
志
に
は
、

著
作
郞
、
周
左
史
之
任
也
。
漢
東
京
圖
籍
在
東
觀
、
故
使
名
儒
著
作
東
觀
、
有
其
名
、
尚
未
有
官
。
魏
明
帝
太
和
中
、
詔
置
著
作
郞
、

於
此
始
有
其
官
、
隸
中
書
省
。
及
晉
受
命
、
武
帝
以
繆
徵
爲
中
書
著
作
郞
。
元
康
二
年
、
詔
曰
、
著
作
舊
屬
中
書
、
而
祕
書
既
典
文
籍
、

今
改
中
書
著
作
爲
祕
書
著
作
。
於
是
改
隸
祕
書
省
。
後
別
自
置
省
而
猶
隸
祕
書
。
著
作
郞
一
人
、
謂
之
大
著
作
郞
、
專
掌
史
任
、
又
置

佐
著
作
郞
八
人
。
著
作
郞
始
到
職
、
必
撰
名
臣
傳
一
人
。

東
洋
史
論
集
四
七

－6－



と
見
え
、『
宋
書
』
巻
四
十
百
官
志
下
に
は
、

晉
武
帝
以
祕
書
幷
中
書
、
省
監
、
謂
丞
爲
中
書
祕
書
丞
。
惠
帝
復
置
。
著
作
郞
一
人
、
佐
郞
八
人
、
掌
國
史
。
…
。
漢
東
京
圖
籍
在
東

觀
、
故
使
名
儒
碩
學
、
著
作
東
觀
、
撰
述
國
史
。
著
作
之
名
、
自
此
始
也
。
魏
世
隸
中
書
。
晉
武
世
、
繆
徵
爲
中
書
著
作
郞
。
元
康
中
、

改
隸
祕
書
、
後
別
自
爲
省
、
而
猶
隸
祕
書
。
著
作
郞
謂
之
大
著
作
、
專
掌
史
任
。
晉
制
、
著
作
佐
郞
始
到
職
、
必
撰
名
臣
傳
一
人
。
宋

氏
初
、
國
朝
始
建
、
未
有
合
撰
者
、
此
制
遂
替
矣
。

と
あ
る
。
両
記
事
に
よ
れ
ば
、
魏
の
明
帝
太
和
年
間
に
著
作
郎
が
中
書
省
に
置
か
れ
、
西
晋
恵
帝
の
元
康
二
年
に
、
秘
書
省
へ
と
そ
の
配
属

を
移
さ
れ
る
。
著
作
郎
は
一
名
で
、
大
著
作
郎 （
11
） 

と
も
よ
ば
れ
、
主
に
修
史
を
掌
り
、
西
晋
恵
帝
期
に
佐
著
作
郎
八
名
が
そ
の
下
に
つ
き
、

国
史
編
纂
に
あ
た
っ
た
。
く
わ
え
て
、
著
作
郎
（『
宋
書
』
は
著
作
佐
郎
）
は
、
そ
の
任
官
に
際
し
、
名
臣
伝
一
伝
を
編
纂
す
る
必
要
が
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。
と
く
に
魏
朝
下
で
中
書
に
属
し
て
い
た
著
作
が
、
恵
帝
期
に
秘
書
が
典
籍
を
掌
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
秘
書
に
復
属
さ
れ

た
と
い
う
点
は
見
逃
せ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
か
ら
著
作
と
秘
書
が
管
轄
す
る
書
物
と
の
密
接
な
関
わ
り
が
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る （
12
）。

両
晋
期
と
も
に
適
用
さ
れ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、『
史
通
』
巻
十
一
史
官
建
置
篇
に
は
、

當
魏
太
和
中
、
始
置
著
作
郞
、
職
隷
中
書
、
…
。
晉
元
康
初
、
又
職
隷
祕
書
、
著
作
郞
一
人
、
謂
之
大
著
作
、
專
掌
史
任
、
又
置
佐
著

作
郞
八
人
。
宋
、
齊
已
來
、
以
佐
名
施
於
作
下
。
舊
事
、
佐
郞
職
知
博
採
、
正
郞
資
以
草
傳
、
如
正
、
佐
有
失
、
則
秘
監
職
思
其
憂
。

其
有
才
堪
撰
述
、
學
綜
文
史
、
雖
居
他
官
、
或
兼
領
著
作
。
亦
有
雖
爲
祕
書
監
、
而
仍
領
著
作
郞
者
。

と
、
佐
郎
が
修
史
の
素
材
を
ひ
ろ
く
集
め
（
知
博
採
）、
正
郎
（
著
作
郎
）
が
伝
の
草
稿
を
作
成
し
た
と
あ
る
。
ま
た
、
史
才
が
あ
れ
ば
、
他

官
に
あ
っ
て
も
著
作
を
兼
務
で
き
、
そ
の
長
官
で
あ
る
秘
書
監
で
あ
っ
て
も
著
作
郎
と
し
て
任
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ
る
。
そ
の

他
、
劉
知
幾
は
著
作
佐
郎
と
佐
著
佐
郎
と
の
違
い
を
、
も
と
佐
著
作
郎
で
あ
っ
た
も
の
が
、
宋
・
斉
以
来
、
著
作
佐
郎
と
な
っ
た
と
す
る
。
た

だ
、
本
稿
で
は
王
隠
『
晋
書
』
の
佚
文
の
多
く
が
著
作
佐
郎
と
す
る
こ
と
を
根
拠
に
西
晋
東
晋
と
も
に
著
作
佐
郎
の
名
称
を
用
い
る （
13
）。

以
上
の
史
料
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
著
作
郎
の
主
な
職
掌
は
修
史
で
あ
り
、
著
作
佐
郎
が
修
史
に
必
要
な
素
材
を
収
集
す
る
役
割
を
担
っ

て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
著
作
郎
で
あ
っ
た
李
充
が
行
っ
た
と
さ
れ
る
校
書
に
つ
い
て
は
、
直
接
的
な
言
及
は
な
い
。
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晋
代
の
校
書
に
つ
い
て
は
、『
初
学
記
』
巻
十
二
職
官
部
下
秘
書
郎
の
条
に
引
く
『
晋
令
』
に
、「
祕
書
郞
掌
中
、
外
、
三
閣
經
書
、
覆
校

殘
闋
、
正
定
脫
誤
」
と
、
秘
書
郎
が
中
・
外
・
三
閣
の
経
書
を
所
管
し
、
校
訂
を
行
う
職
掌
を
担
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
西
晋

の
事
例
で
は
あ
る
が
、『
太
平
御
覧
』
巻
二
三
三
職
官
部
三
一
秘
書
郎
の
条
に
引
く
『
晋
起
居
注
』
に
、「
武
帝
遣
祕
書
、
圖
書
分
爲
甲
、
乙
、

丙
、
丁
四
部
、
使
祕
書
郞
各
掌
其
一
焉
」
と
、
武
帝
が
秘
書
に
命
じ
、
書
物
を
四
部
に
分
類
し
、
秘
書
郎
に
各
部
を
担
当
さ
せ
た
と
あ
る
。

こ
の
校
書
事
業
は
、
西
晋
武
帝
期
、
全
国
か
ら
集
め
ら
れ
た
書
物
十
万
余
が
秘
書
監
荀
勗 （
14
） 

に
よ
り
重
複
を
省
か
れ
、
書
一
千
八
百
八
十
五

部
、
二
萬
九
百
三
十
五
巻
に
整
理
さ
れ
、『
晋
武
帝
中
経
簿
』（『
三
国
志
』
巻
十
三
王
粛
伝
裴
松
之
注
案
語
に
「
晉
武
帝
中
經
簿
」
と
あ
る
）

と
し
て
完
成
す
る （
15
）。

武
帝
の
校
書
事
業
の
後
、
西
晋
朝
の
校
書
体
制
は
、
そ
の
規
模
を
拡
大
し
整
備
さ
れ
る
。『
初
学
記
』
巻
十
二
職
官
部
下
秘
書
監
に
引
く
王

隠
『
晋
書
』
に
は
、「
惠
帝
永
平
元
年
詔
云
、
祕
書
監
綜
理
經
籍
、
考
校
古
今
、
課
試
署
吏
、
領
有
四
百
人
、
宜
專
其
事
」
と
、
恵
帝
永
平
元

年
（
二
九
一
）
に
、
秘
書
監
が
経
籍
を
統
括
し
、
四
百
人
規
模
で
校
書
に
当
た
る
よ
う
に
と
の
詔
が
出
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
注
目
す
べ
き

は
、
東
晋
初
に
著
作
の
官
に
あ
っ
た
王
隠
が
西
晋
の
校
書
体
制
を
把
握
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
李
充
が
校
書
を
行
っ
て
い
た
時
期

に
王
隠
『
晋
書
』
は
す
で
に
編
纂
を
終
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
西
晋
期
の
校
書
体
制
を
知
ら
ず
に
著
作
郎
が
校
書
に
当
た
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
李
充
は
修
史
を
職
掌
と
す
る
著
作
郎
の
任
に
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
校
書
事
業
を
担
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
う

え
で
、
李
充
が
著
作
郎
を
拝
領
す
る
よ
り
以
前
の
著
作
の
官
（
著
作
郎
／
著
作
佐
郎
）
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

第
二
節
　
東
晋
期
に
お
け
る
著
作
の
官

東
晋
期
の
著
作
郎
は
、
そ
の
草
創
期
に
設
置
さ
れ
る
。
ま
ず
、『
晋
書
』
巻
六
元
帝
紀
に
は
、
建
武
元
年
（
三
一
七
）
十
一
月
丁
卯
の
こ
と

と
し
て
、「
置
史
官
、
立
大
學
」
と
、
草
創
ま
も
な
い
時
期
に
史
官
を
設
置
し
た
と
あ
る
。
つ
ぎ
に
、『
晋
書
』
巻
八
二
干
宝
伝
に
は
、

中
興
草
創
、
未
置
史
官
、
中
書
監
王
導
上
疏
曰
、
夫
帝
王
之
迹
、
莫
不
必
書
、
著
爲
令
典
、
垂
之
無
窮
。
宣
皇
帝
廓
定
四
海
、
武
皇
帝
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受
禪
於
魏
、
至
德
大
勳
、
等
蹤
上
聖
、
而
紀
傳
不
存
於
王
府
、
德
音
未
被
乎
管
絃
。
陛
下
聖
明
、
當
中
興
之
盛
、
宜
建
立
國
史
、
撰
集

帝
紀
、
上
敷
祖
宗
之
烈
、
下
紀
佐
命
之
勳
、
務
以
實
錄
、
爲
後
代
之
準
、
厭
率
土
之
望
、
悅
人
神
之
心
、
斯
誠
雍
熙
之
至
美
、
王
者
之

弘
基
也
。
宜
備
史
官
、
敕
佐
著
作
郞
干
寶
等
漸
就
撰
集
。
元
帝
納
焉
。
寶
於
是
始
領
國
史
。
以
家
貧
、
求
補
山
陰
令
、
遷
始
安
太
守
。

王
導
請
爲
司
徒
右
長
史
、
遷
散
騎
常
侍
。
著
晉
紀
、
自
宣
帝
迄
于
愍
帝
五
十
三
年
、
凡
二
十
卷
、
奏
之
。
其
書
簡
略
、
直
而
能
婉
、
咸

稱
良
史
。

と
、
東
晋
創
建
に
あ
た
り
中
書
監
王
導
は
、
帝
王
の
事
績
を
「
後
世
の
模
範
と
な
る
典
籍
（
令
典
）」
と
し
て
残
す
こ
と
の
必
要
性
を
述
べ
、

宣
帝
・
武
帝
の
事
績
が
上
聖
と
等
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
績
を
記
し
た
「
紀
伝
」
が
朝
廷
に
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
国
史
編
纂

を
強
く
上
疏
し
て
い
る
。
王
導
は
、
く
わ
え
て
史
官
の
整
備
と
佐
著
作
郎
干
宝
等
複
数
人
に
よ
る
国
史
の
編
纂
を
上
疏
し
、
こ
れ
を
受
け
元

帝
は
干
宝
に
国
史
編
纂
を
行
わ
せ
た
と
あ
る
。
そ
し
て
、
干
宝
は
、
西
晋
の
宣
帝
か
ら
愍
帝
ま
で
の
五
十
三
年
の
歴
史
を
約
二
十
巻
に
ま
と

め
上
奏
し
て
い
る （
16
）。
両
記
事
か
ら
、
東
晋
は
そ
の
草
創
期
か
ら
史
官
を
置
き
、
修
史
を
開
始
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

く
り
か
え
し
に
な
る
が
、
東
晋
初
の
宮
廷
図
書
は
、
晋
史
を
編
纂
に
す
る
た
め
に
参
照
す
べ
き
「
紀
伝
」
が
枯
渇
し
て
い
た
。
そ
の
国
史

の
内
容
と
し
て
、
上
は
歴
代
皇
帝
の
事
績
を
、
下
は
そ
の
皇
帝
を
支
え
助
け
た
勲
臣
の
事
績
を
記
す
よ
う
進
言
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

「
紀
伝
」
と
は
皇
帝
の
記
録
で
あ
る
と
紀
と
功
績
を
挙
げ
た
臣
下
の
記
録
で
あ
る
伝
と
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。
干
宝
伝
で
は
、
こ
の
よ
う
な

状
況
に
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
国
史
を
編
纂
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

一
方
で
『
晋
書
』
巻
八
二
王
隠
伝
に
は
、

王
隱
字
處
叔
、
陳
郡
陳
人
也
。
世
寒
素
。
父
銓
、
歷
陽
令
、
少
好
學
、
有
著
述
之
志
、
每
私
錄
晉
事
及
功
臣
行
狀
、
未
就
而
卒
。
隱
以

儒
素
自
守
、
不
交
勢
援
、
博
學
多
聞
、
受
父
遺
業
、
西
都
舊
事
多
所
諳
究
。
建
興
中
、
過
江
、
丞
相
軍
諮
祭
酒
涿
郡
祖
納
雅
相
知
重
。

…
。
乃
上
疏
薦
隱
。
元
帝
以
草
創
務
殷
、
未
遑
史
官
、
遂
寢
不
報
。

と
、
江
左
の
の
ち
、
祖
納
が
王
隠
を
推
薦
し
た
さ
い
、
元
帝
は
草
創
期
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
史
官
の
設
置
を
見
送
っ
て
い
る
。
先
に
見
た

王
導
の
上
疏
で
は
、
草
創
期
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
史
官
整
備
、
国
史
編
纂
を
認
め
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
王
朝
の
草
創
期
で
あ
る
こ
と
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を
理
由
に
史
官
設
置
を
見
送
っ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
同
伝
に
は
、

太
興
初
、
典
章
稍
備
、
乃
召
（
王
）
隱
及
郭
璞
俱
爲
著
作
郞
、
令
撰
晉
史
。
豫
平
王
敦
功
、
賜
爵
平
陵
鄕
侯
。
時
著
作
郞
虞
預
私
撰
晉

書
、
而
生
長
東
南
、
不
知
中
朝
事
、
數
訪
於
隱
、
幷
借
隱
所
著
書
竊
寫
之
、
所
聞
漸
廣
。
是
後
更
疾
隱
、
形
於
言
色
。
預
既
豪
族
、
交

結
權
貴
、
共
爲
朋
黨
、
以
斥
隱
、
竟
以
謗
免
、
黜
歸
于
家
。
貧
無
資
用
、
書
遂
不
就
、
乃
依
征
西
將
軍
庾
亮
于
武
昌
。
亮
供
其
紙
筆
、

書
乃
得
成
、
詣
闕
上
之
。
隱
雖
好
著
述
、
而
文
辭
鄙
拙
、
蕪
舛
不
倫
。
其
書
次
第
可
觀
者
、
皆
其
父
所
撰
、
文
體
混
漫
、
義
不
可
解
者
、

隱
之
作
也
。
年
七
十
餘
、
卒
於
家
。

と
、
建
武
元
年
十
一
月
丁
卯
に
史
官
を
置
き
、
佐
著
作
郎
干
宝
に
国
史
編
纂
を
命
じ
た
わ
ず
か
数
年
後
の
太
興
（
三
一
八
～
三
二
一
）
初
め

に
、
典
章
（
典
は
法
規
・
制
度
・
儀
礼
な
ど
を
、
章
は
規
則
・
条
項
・
法
律
な
ど
を
指
す
）
が
多
少
整
っ
た
と
い
う
理
由
で
王
隠
、
郭
璞
を

召
し
著
作
郎
と
し
、
晋
史
編
纂
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
王
府
に
「
紀
伝
」
が
な
い
と
い
う
状
況
で
晋
史
編
纂
の
詔
が
下
っ
た
干
宝

状
況
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

な
お
、
同
伝
で
は
、
王
隠
と
郭
璞
に
加
え
、
著
作
郎
虞
預
が
『
晋
書
』
を
「
私
撰
」
し
て
い
た
と
あ
り
、
同
時
期
に
著
作
郎
が
三
名
い
た

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
さ
き
に
見
た
『
晋
書
』
職
官
志
、『
宋
書
』
百
官
志
に
よ
れ
ば
、
晋
の
修
史
体
制
は
、
著
作
郎
一
名
、
著
作
佐
郎
八
名

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
船
木
勝
馬
氏
は
、「
東
晋
初
に
ま
ず
干
宝
が
佐
著
佐
郎
と
し
て
国
史
を
領
し
、
太
興
初
に
王
隠
が
著
作
郎
と
な
り
、
郭

璞
や
虞
預
が
佐
著
佐
郎
の
任
に
あ
た
っ
た
」
と
す
る （
17
）。
た
だ
当
時
は
、「
中
興
初
、
拜
中
書
郞
、
領
著
作
」（『
晋
書
』
巻
七
三
庾
亮
伝
）、

「（
庾
）
亮
領
著
作
、
侍
講
東
宮
」（『
北
堂
書
鈔
』
巻
五
七
著
作
惣
に
引
く
『
庾
亮
別
伝
』）
と
あ
り
、
庾
亮
が
著
作
郎
の
任
に
あ
っ
た
。『
晋

書
』
巻
五
二
華
譚
伝
に
も
、

建
興
初
、
元
帝
命
爲
鎮
東
軍
諮
祭
酒
。
譚
博
學
多
通
、
在
府
無
事
、
乃
著
書
三
十
卷
、
名
曰
辨
道
、
上
牋
進
之
、
帝
親
自
覽
焉
。
轉
丞

相
軍
諮
祭
酒
、
領
郡
大
中
正
。
譚
薦
干
寶
、
范
珧
於
朝
、
乃
上
牋
求
退
曰
、
…
。
不
聽
。
建
武
初
、
授
祕
書
監
、
固
讓
不
拜
。
太
興
初
、

拜
前
軍
、
以
疾
復
轉
祕
書
監
。
自
負
宿
名
、
恒
怏
怏
不
得
志
。
時
晉
陵
朱
鳳
、
呉
郡
呉
震
竝
學
行
淸
修
、
老
而
未
調
、
譚
皆
薦
爲
著
作

佐
郞
。
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と
見
え
、
建
興
の
初
め
、
す
で
に
齢
七
十
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
華
譚
が
、
自
ら
任
を
辞
す
た
め
干
宝
等
を
朝
廷
に
推
薦
し
て
い
る
。
そ
の

後
、
華
譚
は
太
興
初
め
に
秘
書
監
と
な
り
、
晋
陵
朱
鳳
、
呉
郡
呉
震
を
著
作
佐
郎
に
推
薦
し
て
い
る
。
同
じ
く
『
太
平
御
覧
』
巻
二
三
四
職

官
部
三
二
著
作
佐
郎
に
引
く
『
晋
中
興
書
』）
に
も
、

華
譚
爲
祕
書
監
時
、
晉
陵
朱
鳳
、
呉
郡
呉
震
等
、
以
單
族
有
史
才
、
白
首
衡
門
、
譚
薦
二
人
、
擢
補
著
作
佐
郞
、
竝
皆
稱
職
、

と
、
史
才
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
単
族
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
老
年
ま
で
貧
し
い
暮
ら
し
を
し
て
い
た
晋
陵
朱
鳳
、
呉
郡
呉
震
等
を
著

作
佐
郎
に
推
薦
し
、
彼
ら
の
才
能
が
そ
の
職
務
に
か
な
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
朱
鳳
の
著
作
に
つ
い
て
は
『
隋
書
』

巻
三
三
経
籍
志
史
部
正
史
類
に
、「
晉
書
十
卷
、
未
成
、
本
十
四
卷
、
今
殘
缺
。
晉
中
書
郞
朱
鳳
撰
、
訖
元
帝
」
と
あ
り
、
紀
伝
体
で
の
著
述

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
東
晋
初
期
、
庾
亮
を
は
じ
め
、
干
宝
、
王
隠
、
郭
璞
、
虞
預
、
朱
鳳
、
呉
震
と
い
っ
た
複
数
の
人
士
が
「
著
作
の
官
」

（
本
稿
で
は
著
作
郎
と
著
作
佐
郎
の
職
掌
の
違
い
や
表
記
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
詳
述
せ
ず
、
両
者
を
あ
わ
せ
て
「
著
作
の
官
」
と
し
て
考
察

す
る
）
に
任
じ
、
晋
史
編
纂
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
複
数
の
著
作
の
官
に
よ
る
ほ
ぼ
同
時
期
に
行
わ
れ
た
、
一
見
す
る
と
統

一
の
と
れ
て
い
な
い
一
連
の
晋
史
編
纂
事
業
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
東
晋
期
の
晋
史
編
纂
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
次
頁
の
表
の
通
り
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
看
取
で
き
る
こ
と
は
、
干
宝
が
西
晋
を
叙

述
対
象
と
し
た
編
年
体
『
晋
紀
』
を
編
纂
し
た
後
、
著
作
郎
・
著
作
佐
郎
に
よ
る
晋
史
は
謝
沈
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
（
西
晋
を
含
む
も
の

も
あ
る
が
）
東
晋
を
叙
述
対
象
と
し
た
紀
伝
体
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
干
宝
の
晋
史
編
纂
と
そ
の
他
著
作
の
官
に

よ
る
晋
史
修
史
の
目
的
が
異
な
っ
て
い
た
証
左
と
な
る
。

で
は
、
謝
沈
（
二
九
二
～
三
四
四
）『
晋
書
』 （18
） 

以
降
、
晋
史
編
纂
が
紀
伝
体
か
ら
編
年
体
へ
と
切
り
替
わ
っ
た
と
い
う
事
実
が
、
い
っ
た

い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
は
、
お
お
よ
そ
元
帝
期
か
ら
康
帝
期
（
三
四
二
～
三
四
四
）
に
あ
た
る （
19
）。
こ
こ
で
あ
ら
た

め
て
想
起
す
べ
き
は
、
康
帝
を
受
け
た
穆
帝
治
世
に
行
わ
れ
た
著
作
郎
李
充
に
よ
る
『
晋
元
帝
四
部
書
目
』
の
編
纂
で
あ
る
。
紀
伝
体
晋
史

の
編
纂
か
ら
編
年
体
晋
史
の
編
纂
へ
の
移
行
期
と
時
を
同
じ
く
し
て
李
充
校
書
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
関
係
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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第
三
節
　�

東
晋
期
に
お
け
る
私
撰
晋
史
と
官
撰

晋
史
―
編
年
体
と
紀
伝
体
―

東
晋
初
に
お
け
る
著
作
の
官
に
よ
る
修
史
を
考
え
る
う
え

で
、
い
ま
ひ
と
つ
気
が
か
り
な
点
と
し
て
、
私
撰
と
官
撰
の

別
が
あ
る （
20
）。
船
木
勝
馬
氏
は
、
晋
朝
に
お
い
て
行
わ
れ
た

修
史
を
整
理
し
、
徐
広
の
『
晋
紀
』
の
み
を
勅
撰
と
し
、
そ

の
他
は
す
べ
て
私
撰
で
あ
り
、
職
責
上
の
著
作
と
規
定
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
す
る （
21
）。
牛
潤
珍
氏
は
、
東
晋
期

に
お
け
る
「
著
作
官
国
史
修
撰
体
制
」
が
緩
や
か
な
体
制
で
、

史
官
に
よ
る
修
史
は
私
撰
同
様
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
著
作
郎
と
著
作
佐
郎
と
の
分
業
は
機
能
せ
ず
、
正
郎

で
あ
る
著
作
郎
は
閑
職
で
、
佐
郎
で
あ
る
著
作
佐
郎
が
国
史

編
纂
を
担
っ
て
い
た
と
す
る
。
具
体
的
に
は
西
晋
期
に
著
作

佐
郎
が
修
史
の
材
料
を
広
く
集
め
て
い
た
体
制
が
機
能
せ
ず
、

修
史
を
監
督
す
る
秘
書
監
も
国
史
編
纂
の
監
督
業
務
を
放
棄

し
た
た
め
、
私
撰
に
よ
る
修
史
の
風
潮
が
形
成
さ
れ
た
と
の

べ
る （
22
）。
牛
氏
の
指
摘
は
示
唆
に
富
む
。

両
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
東
晋
期
に
お
い
て
史
官
（
著

作
郎
・
著
作
佐
郎
）
在
官
中
に
修
史
を
成
し
遂
げ
た
例
は
ほ

《
東
晋
期
の
晋
史
編
纂
》

著 
者

書
　
　
名

対 

象 

時 

期

編 

纂 

時 

期

書 

体

著
作

の
官

1
干
宝

『
晋
紀
』
二
十
巻

宣
帝
～
愍
帝

三
一
七
～ 

 

三
二
三

編
年
体

○

2
朱
鳳

『
晋
書
』
十
四
巻

元
帝
ま
で

三
一
八
～

紀
伝
体

○

3
王
隠

『
晋
書
』
八
六
巻

三
一
八
～ 

 

三
四
〇
年
頃
紀
伝
体

○

4
虞
預

『
晋
書
』
四
十
余
巻

明
帝
ま
で

三
三
〇
年
頃
紀
伝
体

○

5
謝
沈

『
晋
書
』
三
十
余
巻

三
三
五
～ 

 

三
四
四
年
頃
紀
伝
体

○

6
鄧
粲

『
元
明
紀
』
十
篇

元
・
明
帝

編
年
体

『
晋
紀
』
十
一
巻

明
帝
ま
で

編
年
体

7
孫
盛

『
晋
陽
秋
』
三
二
巻

哀
帝
ま
で

～
三
七
〇
年

頃

編
年
体

○

8
習
鑿
歯
『
漢
晋
春
秋
』
五
四
巻
愍
帝
ま
で

編
年
体

9
徐
広

『
晋
紀
』
四
六
巻

簡
文
・
孝
武
・

安
帝

四
〇
五
～ 

 

四
一
六
年

編
年
体

○

10
王
韶
之
『
晋
安
帝
陽
秋
』

～
四
一
三

編
年
体

○

『
晋
紀
』
十
巻

編
年
体

【
牛
潤
珍
『
漢
唐
初
史
官
制
度
的
演
変
』
河
北
教
育
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
一
〇
四
～
一
一
三

頁
を
も
と
に
作
成
】
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と
ん
ど
な
い
。
た
だ
、
そ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
当
時
の
修
史
を
私
撰
と
判
断
す
る
に
は
多
少
の
躊
躇
を
覚
え
る
。
む
し
ろ
、
上
記
表
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
晋
史
の
編
纂
者
の
そ
の
多
く
が
著
作
の
官
に
任
じ
て
い
た
、
と
い
う
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
東

晋
初
に
著
作
の
任
に
あ
り
、
晋
史
を
編
纂
し
た
人
士
に
つ
き
検
討
を
加
え
た
い
。

ま
ず
干
宝
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
修
史
は
草
創
期
で
あ
り
、
修
史
に
い
と
ま
が
な
い
と
判
断
さ
れ
た
王
隠
の
事
例
と
は
反
対
に
、
草

創
期
で
あ
る
が
ゆ
え
に
修
史
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
王
導
の
上
疏
を
承
け
、
開
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
干
宝
は
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に

お
い
て
、
西
晋
の
宣
帝
か
ら
愍
帝
ま
で
の
五
三
年
の
歴
史
を
約
二
十
巻
に
ま
と
め
上
奏
し
た
の
で
あ
る
（『
隋
書
』
巻
三
三
経
籍
志
史
部
古
史

類
「
晉
紀
二
十
三
卷
干
寶
撰
。
訖
愍
帝
」） （23
）。『
晋
書
』
巻
八
二
干
宝
伝
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
干
宝
が
『
晋
紀
』
成
著
の
さ
い
に
著
作
の
任

に
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
書
を
私
撰
史
書
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、『
北
堂
書
鈔
』
巻
五
七
著
作
惣
六
十
に
引
く
『
晋
中

興
書
』
に
、「
太
康
孫
錄
云
、
…
、
干
寶
以
散
騎
常
侍
領
著
作
」
と
、
干
宝
は
散
騎
常
侍
任
官
後
も
著
作
を
兼
任
し
て
い
た
こ
と
が
見
え
る
。

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
干
宝
の
修
史
は
著
作
の
官
の
立
場
で
東
晋
王
朝
公
認
の
西
晋
史
を
編
年
体
で
ま
と
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る （
24
）。

当
時
の
編
年
体
修
史
に
つ
い
て
尾
崎
康
氏
は
、「
後
漢
以
後
の
編
年
体
史
は
、
ま
ず
紀
伝
体
史
が
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
旧
書
を
約
集

し
、
書
志
列
伝
を
と
り
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
帝
紀
一
本
と
し
、
記
事
も
重
複
出
入
を
省
要
し
、
そ
の
文
を
冊
略
し
、
そ
の
何
分
の
一
か
の

三
十
巻
ほ
ど
に
纏
め
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
第
一
に
そ
の
年
代
記
的
な
簡
明
さ
、
便
宜
性
を
買
わ
れ
た
こ
と
に
は
、
疑
問
の
余

地
が
な
い
」 （25
） 

と
し
、
後
漢
末
、
荀
悦
が
班
固
『
漢
書
』
に
基
づ
き
編
年
体
の
『
漢
紀
』
を
編
纂
し
た
例
を
挙
げ
、
紀
伝
体
の
存
在
が
前
提

と
し
た
修
史
形
体
で
あ
っ
た
と
す
る （
26
）。
た
だ
、
上
引
し
た
『
晋
書
』
干
宝
伝
に
見
え
る
王
導
の
上
疏
に
は
、「
紀
傳
王
府
に
存
せ
ず
」
と

あ
る
。
当
時
東
晋
朝
の
王
府
に
は
編
年
体
修
史
の
も
と
と
な
る
「
紀
伝
」
が
充
分
で
な
く
、
干
宝
が
王
府
に
備
え
ら
れ
た
既
存
の
紀
伝
体
晋

史
を
も
と
に
『
晋
紀
』
を
編
ん
だ
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ぎ
に
、
干
宝
の
修
史
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
開
始
さ
れ
た
王
隠
の
紀
伝
体
晋
史
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
、
干
宝
の
「
撰
集
」

と
王
隠
の
「
撰
晋
史
」
と
は
性
格
が
異
な
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
、
対
象
と
す
る
時
代
と
叙
述
形
式
で
あ
る
。
干
宝
の
修
史
は
西
晋
史
で
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完
結
さ
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し
編
年
体
で
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
対
し
て
、
王
隠
『
晋
書
』
の
構
成
は
、
本
紀
・
列
伝
・
志
か
ら
な
る

紀
伝
体
で
、
そ
の
対
象
の
時
代
は
西
晋
宣
帝
か
ら
東
晋
元
帝
・
明
帝
・
成
帝
の
三
朝
に
及
ぶ （
27
）「
現
代
史
」
で
あ
り
、
西
晋
と
東
晋
と
の
連

続
性
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
王
隠
が
紀
伝
体
で
西
晋
を
含
む
現
代
史
で
あ
る
東
晋
史
を
編
纂
し
た
目
的
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
晋
書
』
巻
八
二
王

隠
伝 （
28
） 

に
よ
れ
ば
、
父
王
銓
に
は
著
述
の
志
が
あ
り
、
西
晋
期
に
晋
事
、
功
臣
の
行
状
を
「
私
録
」
し
て
い
た
。
王
隠
は
そ
の
父
の
遺
業
を

継
ぎ
、
西
晋
の
事
績
を
調
べ
た
と
あ
る
。
そ
の
後
、
王
朝
が
江
南
に
移
り
、
王
隠
は
著
作
郎
に
任
命
さ
れ
、
同
じ
く
著
作
郎
で
あ
っ
た
郭
璞

と
晋
史
の
編
纂
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
。
同
じ
著
作
郎
で
あ
っ
た
虞
預
に
排
斥
さ
れ
、
咸
和
六
年
（
三
三
一
）
頃
に
郷
里
に
帰
る
も
困
窮

し
、
陶
侃
を
頼
り
武
昌
に
身
を
投
じ
、
咸
和
九
年
（
三
三
四
）、
陶
侃
の
没
後
、
庾
亮
に
紙
筆
を
与
え
ら
れ
成
著
す
る
に
至
る
。
そ
の
後
王
隠

は
成
帝
の
咸
康
六
年
（
三
四
〇
）
に
建
康
に
赴
き
、
紀
伝
体
『
晋
書
』 （29
）
を
奏
上
し
て
い
る
。

『
晋
書
』
が
完
成
し
た
と
き
、
著
作
の
任
に
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
王
隠
『
晋
書
』
は
私
撰
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
こ

の
事
実
は
王
隠
『
晋
書
』
が
官
撰
で
な
か
っ
た
と
判
断
す
る
材
料
と
な
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か （
30
）。『
北
堂
書
鈔
』
巻
五
七
設
官
部
九
著
作

惣
六
十
に
引
く
王
隠
『
晋
書
』
に
、「
張
戴
爲
著
作
佐
郞
、
才
通
經
史
、
能
作
晉
書
」、「
何
嵩
字
泰
綦
、
善
史
漢
、
爲
著
作
郞
、
亦
不
能
作
晉

書
」 （31
）
と
あ
る
。
西
晋
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
著
作
の
任
に
あ
り
、「
能
く
晉
書
を
作
る
」、「
晉
書
を
作
る
あ
た
わ
ず
」
と
王

隠
が
わ
ざ
わ
ざ
書
き
添
え
た
点
に
着
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
王
隠
に
著
作
郎
お
よ
び
著
作
佐
郎
に
任
じ
た
者
は
晋
史
編
纂
を
行
う
べ

き
で
あ
る
と
の
認
識
が
、
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る （
32
）。

晋
代
の
著
作
郎
の
職
掌
に
つ
い
て
は
『
史
通
』
巻
十
一
史
官
建
置
篇
に
、「
案
晉
令
、
著
作
郞
掌
起
居
集
注
、
撰
錄
諸
言
行
、
勳
伐
舊
載
史

籍
者
」
と
、
著
作
郎
の
職
掌
は
起
居
集
注 （
33
）（
本
紀
関
連
）
の
編
纂
に
加
え
、
諸
人
の
言
行
・
軍
功
功
績
の
「
す
で
に
史
籍
に
載
録
さ
れ
て

い
る
事
柄
（
列
伝
）
の
撰
述
」
を
担
当
し
て
い
た
さ
れ
る
点
が
参
考
と
な
る
。
こ
の
著
作
郎
が
「
先
行
す
る
叙
述
」
を
も
と
に
修
史
を
行
っ

た
と
い
う
点
は
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
。

当
該
時
期
は
、
宮
廷
図
書
館
に
も
紀
伝
が
な
く
、
著
作
の
官
で
あ
っ
て
も
先
行
す
る
叙
述
を
目
に
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
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く
わ
え
て
、『
初
学
記
』
巻
二
一
文
部
紙
第
七
に
引
く
晋
虞
預
請
秘
府
紙
表
に
、「
祕
府
中
有
布
紙
三
萬
餘
枚
、
不
任
寫
御
書
、
而
无
所
給
、

愚
欲
請
四
百
枚
、
付
著
作
吏
、
書
寫
起
居
注
」
と
、
著
作
郎
で
さ
え
、
起
居
注
編
纂
の
紙
の
確
保
に
苦
労
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下

で
、
組
織
だ
っ
た
大
規
模
な
晋
史
編
纂
は
行
い
が
た
く
、
そ
の
た
め
東
晋
初
以
降
の
修
史
は
、
著
作
の
官
に
任
じ
ら
れ
た
個
人
の
才
覚
や
情

報
量
に
頼
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る （
34
）。
こ
の
こ
と
が
東
晋
初
よ
り
著
作
の
官
に
任
じ
た
人
士
が
個
々
に
紀
伝
体
晋
史
を
編
纂
し
た
こ
と
に

繋
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
東
晋
初
に
一
見
す
る
と
官
撰
修
史
に
関
わ
ら
な
い
晋
史
が
、
著
作
の
官
経
験
者
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
背
景
に
は
、
修
史
の
前
提

と
な
る
東
晋
に
関
わ
る
「
紀
伝
」
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
当
時
の
状
況
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
著
作
郎
・
著
作
佐
郎
に
よ
っ
て

組
織
的
に
晋
史
編
纂
を
行
う
前
提
と
し
て
、
そ
の
素
材
と
な
る
「
紀
伝
」
の
整
備
が
急
務
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
王
隠
の
例
に
顕
著
な
よ
う

に
著
作
の
官
に
任
じ
た
者
は
、
著
作
の
任
を
外
れ
た
後
も
個
人
の
才
覚
、
情
報
に
よ
り
紀
伝
体
晋
史
の
編
纂
を
継
続
し
て
い
た
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
東
晋
期
に
特
有
の
事
情
が
、
著
作
の
官
に
任
じ
た
人
士
の
個
人
的
な
才
覚
に
よ
る
修
史
を
促
し
た
歴
史
的
な
要
因
で
あ
っ
た
と

理
解
で
き
る
。

第
三
章
　
東
晋
期
に
お
け
る
校
書
修
史
体
制
の
再
構
築

第
一
節
　
四
部
分
類
に
お
け
る
『
晋
元
帝
書
目
四
部
』
と
い
う
画
期

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
穆
帝
永
和
中
に
著
作
郎
で
あ
っ
た
李
充
が
、
な
ぜ
元
帝
期
に
収
集
さ
れ
た
図
書
の
み
を
対
象
と
し
た
校
書
を
行
っ

た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
時
期
は
、『
晋
書
』
巻
十
八
律
暦
志
下
に
、
穆
帝
永
和
八
年
（
三
五
二
）
同
じ
く
著
作
郎

王
朔
之
に
よ
り
通
暦
の
作
成
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
え
る
よ
う
に
、
東
晋
王
朝
に
と
っ
て
重
要
な
施
策
が
、
著
作
郎
を
中
心
に
進
め
ら

れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
本
来
校
書
を
所
管
す
る
秘
書
郎
で
は
な
く
、
修
史
を
職
掌
と
す
る
著
作
郎
が
校
書
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
先
に
見
た
と
お
り
、
穆
帝
期
ま
で
に
多
く
の
紀
伝
体
東
晋
史
が
編
ま
れ
、
編
年
体
東
晋
史
編
纂
の
準
備
が
整
い
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
か
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ら
考
え
る
と
、
著
作
郎
に
よ
る
校
書
は
、
修
史
と
の
関
わ
り
を
予
想
さ
せ
る
。

一
方
で
、
西
晋
恵
帝
以
後
、
秘
書
監
・
秘
書
郎
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
校
書
体
制
が
東
晋
に
引
き
継
が
れ
て
い
な
い
と
い
う
、
西
晋
と

の
非
連
続
性
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
は
、
秘
書
郎
の
置
か
れ
た
状
況
に
あ
っ
た
と
予
想
で
き
る
。
つ
と
に
宮
崎
市
定

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
東
晋
期
、
秘
書
郎
は
最
も
家
柄
の
良
い
子
弟
の
起
家
官
と
な
っ
て
お
り
、「
秘
書
郎
は
秘
書
省
の
郎
官
で
あ
っ
て
、
秘

書
省
と
は
秘
籍
を
蔵
す
る
、
言
わ
ば
図
書
寮
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
、
別
に
仕
事
の
能
率
を
あ
げ
る
責
任
が
な
く
、
文
化
に
関
係
あ
る

地
位
が
清
官
で
あ
っ
た
」 （35
）
と
す
る
よ
う
に
、
実
務
を
伴
わ
な
い
官
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
校
書
を
行
う
秘
書
郎
が
機
能
し
な
い
と
い
う

状
況
に
お
い
て
、
著
作
郎
が
そ
の
職
務
を
代
替
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
が
ひ
と
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。『
史
通
』
で

修
史
の
素
材
を
ひ
ろ
く
集
め
る
役
割
を
担
っ
た
と
さ
れ
る
著
作
佐
郎
も
、
秘
書
郎
よ
り
一
段
下
が
る
も
の
の
家
柄
の
高
い
子
弟
の
起
家
の
官

と
さ
れ
、
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

西
晋
武
帝
期
に
校
書
に
当
た
っ
た
荀
勗
の
言
葉
（「
荀
勗
譲
楽
事
表
」）
を
借
り
る
ま
で
も
な
く
、
校
書
に
は
膨
大
な
時
間
と
労
働
力
が
必

要
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
恵
帝
期
に
は
秘
書
監
を
校
書
の
責
任
者
と
し
た
四
百
名
規
模
の
校
書
体
制
が
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
実
務
を
伴
わ
な
い
清
官
と
な
り
、
高
い
家
柄
の
子
弟
の
起
家
の
官
と
な
っ
た
秘
書
郎
に
穆
帝
期
ま
で
に
集
積
さ
れ
た
天
下
の
図
書
を

校
書
す
る
能
力
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
校
書
の
任
に
当
た
る
は
ず
の
秘
書
郎
、
く
わ
え
て
修
史
の
素
材
を
ひ
ろ
く
集
め
る

は
ず
の
著
作
佐
郎
の
現
状
が
、
著
作
郎
で
あ
っ
た
李
充
が
校
書
に
当
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
生
み
出
し
た
一
要
因
と
言
え
る
。

李
充
よ
り
少
し
時
代
は
下
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
桓
温
の
諸
建
議
が
挙
げ
ら
れ
る
。
哀
帝
の
興
寧
元
年

（
三
六
三
）、
大
司
馬
、
都
督
中
外
諸
軍
事
、
録
尚
書
事
の
各
要
職
に
あ
り
、
中
央
政
権
の
権
力
を
握
っ
た
桓
温
は
、
著
作
佐
郎
の
定
員
を
削

減
す
る
こ
と
を
建
議
し
て
い
る （
36
）。
こ
の
著
作
佐
郎
の
削
減
に
つ
い
て
川
合
安
氏
は
、
建
議
さ
れ
な
が
ら
削
減
さ
れ
な
か
っ
た
秘
書
郎
と
対

比
し
、
同
じ
く
名
家
起
家
官
で
あ
っ
た
著
作
佐
郎
が
閑
職
で
あ
っ
た
う
え
に
、
秘
書
郎
と
は
ち
が
い
起
家
官
と
し
て
辞
退
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
、
不
要
不
急
の
官
と
し
て
廃
止
さ
れ
た
と
す
る （
37
）。

本
稿
の
関
心
か
ら
い
え
ば
、
政
治
的
な
相
克
か
ら
生
じ
た
政
策
で
あ
る
と
同
時
に
、
有
名
無
実
化
し
て
い
た
秘
書
郎
、
著
作
佐
郎
の
改
革
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の
必
要
性
が
強
く
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
点
を
指
摘
し
た
い
。
桓
温
が
晋
書
を
編
纂
す
る
こ
と
も
建
議 （
38
） 

し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
改
革
の
根
底
に
は
晋
史
編
纂
の
推
進
を
主
導
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
西
晋
の
例
か
ら
い
え
ば
、
修
史
の
前
提

と
な
る
校
書
が
必
要
と
な
る
。
校
書
す
べ
き
図
書
が
集
積
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
名
家
の
起
家
官
と
し
て
そ
の
実
施
部
局
と
し
て

の
能
力
を
伴
わ
な
い
秘
書
郎
、
著
作
佐
郎
の
現
状
が
、
桓
温
の
「
省
官
併
職
」
政
策
を
促
し
た
と
い
え
る
。

李
充
の
校
書
は
桓
温
に
先
立
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
李
充
が
校
書
を
行
っ
て
い
た
時
代
、
実
務
能
力
を
伴
わ
な
い
う
え
、
校
書
ま
で
を
行
っ

て
い
た
著
作
局
に
校
書
と
晋
史
編
纂
と
を
貫
徹
す
る
余
力
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
、
著
作
郎
李
充
に
よ
る
校
書
は
元
帝
期
に
収

集
さ
れ
た
書
物
に
の
み
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

李
充
が
校
書
を
行
っ
た
穆
帝
期
に
は
徐
々
に
で
は
あ
る
が
東
晋
期
に
関
す
る
「
紀
伝
」
が
整
い
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
完
成
し
た
載

録
数
三
〇
一
四
巻
と
い
う
『
晋
元
帝
書
目
四
部
』
は
、
元
帝
期
に
充
分
な
図
書
が
収
集
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
紀
伝
」
が
充
分
に
整
っ
て
い
か

な
っ
た
と
い
う
状
況
を
あ
ら
た
め
て
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
史
書
の
増
加
に
よ
っ
て
、
乙

部
で
あ
っ
た
子
部
と
丙
で
あ
っ
た
史
部
と
が
入
れ
替
わ
っ
た
と
す
る
見
解
が
当
該
時
期
の
図
書
収
集
の
状
況
に
あ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
史
書
の
増
加
で
は
な
く
、
国
史
編
纂
へ
の
機
運
が
高
ま
る
な
か
で
、
修
史
に
不
可
欠
な
紀
伝
が
充
分
に
整
っ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
元
帝
期
の
状
況
が
、
史
書
、
お
よ
び
史
部
の
重
要
性
を
高
め
た
と
考
え
る
。

第
二
節
　
孝
武
帝
期
の
校
書
と
修
史

徐
広
の
校
書
に
つ
い
て
は
、
上
引
し
た
『
続
漢マ
マ

陽
秋
』
に
徐
広
が
著
作
郎
の
立
場
で
校
書
を
行
っ
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
、『
北
堂
書
鈔
』
巻

五
七
設
官
部
九
著
作
惣
六
十
に
引
く
檀
道
鸞
『
晋
陽
秋
』
に
も
「
孝
武
好
覧
文
藝
、
勅
著
作
郞
徐
野
民
、
料
簡
四
部
見
書
、
凡
三
六
千
卷
」

と
同
様
の
叙
述
が
あ
る
。
し
か
し
、『
宋
書
』
巻
五
五
徐
広
伝
に
は
、「
晉
孝
武
帝
以
廣
博
學
、
除
爲
祕
書
郞
、
校
書
祕
閣
、
增
置
職
僚
。
轉

員
外
散
騎
侍
郞
、
領
校
書
如
故
。」
と
、
孝
武
帝
期
（
三
七
二
～
三
九
六
年
）
に
そ
の
博
学
を
も
っ
て
秘
書
郎
と
な
り
、
秘
閣
の
書
物
を
校
書

し
た
と
あ
る
。
そ
の
後
、
員
外
散
騎
侍
郎
に
転
じ
る
も
、
校
書
は
兼
任
し
、
継
続
し
て
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
晋
書
』
巻
八
二
徐
広
伝
に
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も
、「
孝
武
世
、
除
祕
書
郞
、
典
校
祕
書
省
。
增
置
省
職
、
轉
員
外
散
騎
侍
郞
、
仍
領
校
書
。」
と
、
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
が
確
認
で
き
る
。
あ

と
で
見
る
『
宋
書
』、『
晋
書
』
の
徐
広
伝
に
も
、
義
熙
年
間
に
著
作
郎
と
な
り
、
晋
史
の
編
纂
に
あ
た
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
徐
広
は
著
作

郎
で
は
な
く
秘
書
郎
と
し
て
校
書
を
行
っ
た
と
判
断
で
き
る
。

さ
き
に
見
た
と
お
り
東
晋
期
の
秘
書
郎
は
、
仕
事
の
能
率
を
あ
げ
る
責
任
の
な
い
清
官
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
徐
広
が
孝
武
帝
期
に
秘

書
郎
と
し
て
校
書
事
業
を
担
当
し
、
他
の
官
職
に
転
じ
た
後
も
ひ
き
続
き
校
書
事
業
に
従
事
し
て
い
る
事
実
は
、
単
な
る
清
官
で
は
な
い
秘

書
郎
の
姿
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
こ
の
校
書
は
、
孝
武
帝
寧
康
年
間
（
三
七
三
～
三
七
五
）
に
始
ま
り
、
義
熙
四
年
に
な
っ
た
と
さ
れ
、

そ
の
間
約
三
十
年
に
及
ぶ
。

徐
広
が
か
く
も
長
期
に
わ
た
り
校
書
に
従
事
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
徐
広
の
校
書
が
開
始
さ
れ
た
孝
武
帝
期
に
つ
い
て
み

て
お
き
た
い
。
孝
武
帝
曜
は
、
簡
文
帝
の
急
死
を
受
け
、
わ
ず
か
十
歳
に
し
て
即
位
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
こ
の
校
書
が
孝
武
帝
の
肝
い
り

で
開
始
さ
れ
た
事
業
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
そ
の
後
、
孝
武
帝
は
書
物
の
収
集
、
校
書
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。『
太
平

御
覽
』
巻
二
三
三
職
官
部
三
一
秘
書
丞
に
引
く
檀
道
鸞
『
晋
陽
秋
』
に
、

太
元
十
八
年
王
謐
爲
祕
書
丞
、
乃
表
、
前
尚
書
殷
允
、
中
書
郞
張
敞
、
太
子
後
率
郄
儉
之
、
故
太
常
桓
石
秀
、
是
多
書
之
家
、
請
祕
書

郞
分
局
採
借
、

と
、
孝
武
帝
の
太
元
十
八
年
（
三
九
三
）
に
は
、
秘
書
丞
と
な
っ
た
王
謐
が
、
秘
書
郎
を
派
遣
し
蔵
書
家
で
あ
っ
た
前
尚
書
殷
充
、
中
書
郎

張
敞
、
太
子
衛
率
（
太
子
後
率
は
太
子
衛
率
の
誤
り
）
郗
倹
之
、
故
太
上
常
桓
石
秀
か
ら
書
物
を
採
借
さ
せ
る
よ
う
上
表
し
て
い
る
よ
う
に
、

大
規
模
な
国
家
事
業
と
し
て
図
書
の
収
集
が
行
わ
れ
て
い
る
。

孝
武
帝
に
よ
る
校
書
へ
の
執
着
、
徹
底
ぶ
り
を
示
す
も
の
と
し
て
、『
晋
書
』
巻
八
二
孫
盛
伝
に
、

（
孫
）
盛
篤
學
不
倦
、
自
少
至
老
、
手
不
釋
卷
。
著
魏
氏
春
秋
、
晉
陽
秋
、
幷
造
詩
賦
論
難
復
數
十
篇
。
晉
陽
秋
詞
直
而
理
正
、
咸
稱
良

史
焉
。
既
而
桓
溫
見
之
、
怒
謂
盛
子
曰
、
枋
頭
誠
爲
失
利
、
何
至
乃
如
尊
君
所
說
。
若
此
史
遂
行
、
自
是
關
君
門
戶
事
。
其
子
遽
拜
謝
、

謂
請
刪
改
之
。
時
盛
年
老
還
家
、
性
方
嚴
有
軌
憲
、
雖
子
孫
班
白
、
而
庭
訓
愈
峻
。
至
此
、
諸
子
乃
共
號
泣
稽
顙
、
請
爲
百
口
切
計
。
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盛
大
怒
。
諸
子
遂
爾
改
之
。
盛
寫
兩
定
本
、
寄
於
慕
容
儁
。
太
元
中
、
孝
武
帝
博
求
異
聞
、
始
於
遼
東
得
之
、
以
相
考
校
、
多
有
不
同
、

書
遂
兩
存
。

と
、
太
元
中
に
遠
く
遼
東
に
ま
で
ひ
ろ
く
異
聞
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
、
孫
盛
が
改
竄
を
恐
れ
二
部
の
定
本
を
作
成
し
た
と
い
う
点

と
、
孝
武
帝
が
慕
容
儁 （
39
） 

に
送
ら
れ
た
『
晋
陽
秋
』
を
遼
東
で
手
に
入
れ
た
さ
い
に
、
内
容
に
多
く
異
同
が
あ
る
こ
と
か
ら
校
勘
を
加
え
ず
、

両
本
と
も
収
載
し
た
と
い
う
点
に
注
目
が
集
ま
る
が
、
一
部
が
改
訂
さ
れ
東
晋
王
朝
に
残
さ
れ
て
い
た
点
も
見
逃
せ
な
い
。

孝
武
帝
期
に
は
こ
の
校
書
事
業
と
あ
わ
せ
て
、
注
目
す
べ
き
動
き
が
見
ら
れ
る
。『
職
官
分
紀
』
巻
十
六
著
作
佐
郎
に
引
く
『
宋
百
官
春

秋
』 （40
）
に
、「
常マ

道マ

鄕
公
咸
熙
百
官
名
有
著
作
佐
郞
二
人
。
晉
定
員
八
人
、
哀
帝
興
寧
二
年
、
大
司
馬
桓
溫
表
省
四
人
、
孝
武
帝
寧
康
元
年
復

舊
八
人
」
と
、
哀
帝
の
興
寧
二
年
に
桓
温
が
四
名
に
削
減
し
た
著
作
佐
郎
を
、
孝
武
帝
は
寧
康
元
年
（
三
七
五
）
に
も
と
の
八
名
に
戻
し
て

い
る
。
そ
の
後
、『
晋
書
』
巻
九
二
伏
滔
伝
に
、「
太
元
中
、
拜
著
作
郞
、
專
掌
國
史
、
領
本
州
大
中
正
。
…
。
遷
游
擊
將
軍
、
著
作
如
故
。

卒
官
。」
と
、
太
元
中
に
伏
滔
を
著
作
郎
と
し
国
史
編
纂
を
行
わ
せ
た
と
あ
り
、
晋
史
編
纂
の
動
き
が
活
発
と
な
る
。
ま
た
、『
晋
書
』
巻
八

二
習
鑿
歯
伝
に
、

及
襄
陽
陷
於
苻
堅
、
堅
素
聞
其
名
、
與
道
安
俱
輿
而
致
焉
。
既
見
、
與
語
、
大
悅
之
、
賜
遺
甚
厚
。
又
以
其
蹇
疾
、
與
諸
鎭
書
、
昔
晉

氏
平
吳
、
利
在
二
陸
、
今
破
漢
南
、
獲
士
裁
一
人
有
半
耳
。
俄
以
疾
歸
襄
陽
。
尋
而
襄
鄧
反
正
、
朝
廷
欲
徵
鑿
齒
、
使
典
國
史
、
會
卒
、

不
果
。

と
、
習
鑿
歯
は
苻
堅
に
よ
っ
て
襄
陽
が
陥
落
し
た
孝
武
帝
太
元
四
年
（
三
七
九
）
に
囚
わ
れ
、
長
安
に
連
行
さ
れ
る
が
、
病
を
理
由
に
襄
陽

に
帰
り
、
三
八
三
年
に
襄
陽
は
東
晋
の
取
り
戻
す
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
あ
る
。
朝
廷
は
習
鑿
歯
を
召
し
て
国
史
の
編
纂
に
当
た
ら
せ
よ
う
と

す
る
も
習
鑿
歯
の
死
に
よ
っ
て
沙
汰
止
み
と
な
る
が
、
孝
武
帝
が
晋
史
編
纂
に
力
を
入
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

『
職
官
分
紀
』
巻
十
六
著
作
佐
郎
に
引
く
『
晋
令
』
に
、「
著
作
郞
品
第
六
、
進
賢
一
梁
冠
絳
朝
服
、
孝
武
太
元
四
年
、
詔
祕
書
監
自
選
著

作
佐
郞
」
と
、
習
鑿
歯
が
苻
堅
に
囚
わ
れ
た
孝
武
帝
太
元
四
年
に
は
、
秘
書
監
に
著
作
佐
郎
を
選
ば
せ
る
権
限
を
与
え
る
修
史
体
制
が
確
立

さ
れ
、
秘
書
監
の
職
責
は
重
要
度
を
増
し
て
い
る
。
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以
上
、
孝
武
帝
期
に
は
著
作
郎
が
校
書
を
行
っ
て
い
た
穆
帝
期
の
校
書
体
制
を
、
秘
書
郞
が
管
轄
す
る
体
制
に
改
め
る
と
同
時
に
、
桓
温

に
削
減
さ
れ
た
著
作
佐
郎
を
八
名
に
戻
し
、
修
史
責
任
者
で
あ
る
秘
書
監
が
著
作
佐
郎
を
任
命
す
る
修
史
体
制
が
整
え
ら
れ
た
。

第
三
節
　
義
熙
年
間
の
校
書
と
修
史
―
東
晋
期
の
集
大
成
―

孝
武
帝
期
に
は
秘
書
省
を
中
心
に
大
規
模
な
校
書
事
業
と
修
史
事
業
と
が
動
き
出
し
て
い
た
。
た
だ
、
孝
武
帝
期
の
後
半
に
、
孝
武
帝
の

弟
で
あ
る
会
稽
王
司
馬
道
子
が
台
頭
し
、
三
八
五
年
に
謝
安
が
死
去
す
る
と
、
実
権
は
司
馬
道
子
が
掌
握
す
る
に
い
た
る
。
そ
の
後
、
司
馬

道
子
父
子
に
よ
る
政
治
の
紊
乱
、
三
八
三
年
の
淝
水
の
戦
い
に
代
表
さ
れ
る
外
圧
と
、
内
外
に
お
い
て
徐
々
に
混
迷
の
度
合
い
を
強
め
て
い

た
。
結
果
的
に
こ
の
校
書
修
史
事
業
は
、
孝
武
帝
が
太
元
二
一
年
（
三
九
六
）
に
怪
死
し
た
こ
と
に
よ
り
完
遂
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

孝
武
帝
の
死
後
、
安
帝
司
馬
徳
宗
が
即
位
す
る
が
、
三
九
九
年
に
孫
恩
の
乱
が
起
こ
り
、
そ
の
勢
力
は
都
建
康
に
迫
る
。
こ
の
混
乱
に
便

乗
し
た
西
府
軍
の
桓
玄
は
四
〇
三
年
十
二
月
、
安
帝
を
廃
し
、
楚
を
建
国
す
る
。
し
か
し
、
わ
ず
か
数
ヶ
月
後
の
四
〇
四
年
二
月
、
劉
裕
が

安
帝
を
奉
戴
し
て
東
晋
王
朝
が
再
興
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
孝
武
帝
以
来
の
校
書
事
業
が
完
成
す
る
の
が
、
義
熙
年
間
（
四
〇
五
～

四
一
八
）
で
あ
る
。『
宋
書
』
巻
五
五
徐
広
伝
に
は
、

義
熙
初
、
高
祖
使
撰
車
服
儀
注
、
乃
除
鎭
軍
諮
議
參
軍
、
領
記
室
、
封
樂
成
縣
五
等
侯
、
轉
員
外
散
騎
常
侍
、
領
著
作
郞
。（
義
熙
）
二

年
、
尚
書
奏
曰
、
臣
聞
左
史
述
言
、
右
官
書
事
、
乘
、
志
顯
於
晉
、
鄭
、
陽
秋
著
乎
魯
史
。
自
皇
代
有
造
、
中
興
晉
祀
、
道
風
帝
典
、

煥
乎
史
策
。
而
太
和
以
降
、
世
歷
三
朝
、
玄
風
聖
迹
、
倏
爲
疇
古
。
臣
等
參
詳
、
宜
敕
著
作
郞
徐
廣
撰
成
國
史
。
詔
曰
、
先
朝
至
德
光

被
、
未
著
方
策
、
宜
流
風
緬
代
、
永
貽
將
來
者
也
。
便
敕
撰
集
。

と
、
徐
広
が
司
馬
元
顕
、
桓
玄
と
歴
代
の
権
力
者
の
も
と
で
職
務
を
執
行
し
、
安
帝
義
熙
初
に
、
つ
ぎ
の
権
力
者
で
あ
る
劉
裕
の
命
に
よ
り

『
車
服
儀
注
』
の
編
纂
を
行
い
、
著
作
郎
を
拝
命
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
義
熙
二
年
（
四
〇
六
）
に
、
廃
帝
海
西
公
の
太
和
（
三
六
六
～
三
七

一
）
以
降
の
三
朝
期
（
簡
文
帝
・
孝
武
帝
・
安
帝
）
に
つ
き
、
著
作
郎
徐
広
に
国
史
編
纂
を
行
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
尚
書
よ
り
上
奏
が
あ

り
、
徐
広
に
国
史
編
纂
の
勅
が
下
っ
て
い
る （
41
）。
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と
く
に
、
海
西
公
の
太
和
年
間
以
前
、
す
な
わ
ち
元
帝
か
ら
哀
帝
ま
で
中
興
か
ら
の
六
代
皇
帝
に
つ
い
て
は
史
策
が
存
在
す
る
と
い
う
認

識
が
示
さ
れ
て
い
る
点
は
東
晋
史
編
纂
の
状
況
を
知
る
う
え
で
、
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
史
策
と
は
、
簡
文
帝
・
孝
武
帝
・
安
帝
に
つ

い
て
徐
広
が
編
年
体
『
晋
紀
』
を
編
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
編
年
体
で
あ
っ
た
と
判
断
し
う
る
。
い
ま
残
さ
れ
て
い
る
東
晋
史
で
こ
の
史
策

に
該
当
す
る
編
年
体
晋
史
に
は
、
鄧
粲
『
元
明
紀
』
十
篇
・『
晋
紀
』
十
一
巻
、
孫
盛
『
晋
陽
秋
』
三
二
巻
が
あ
る
。

鄧
粲
に
つ
い
て
は
著
作
の
官
に
任
じ
た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
検
討
の
対
象
外
と
し
た
い （
42
）。
一
方
、

孫
盛
に
つ
い
て
は
、
著
作
佐
郎
で
起
家
し
た
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
修
史
の
監
督
者
で
あ
る
秘
書
監
に
ま
で
登
り
つ
め
て
い
る
。
こ

の
孫
盛
の
手
に
よ
る
『
晋
陽
秋
』
は
哀
帝
ま
で
を
叙
述
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
宋
書
』
巻
五
五
徐
広
伝
に
「
中
興
晉
祀
、
道
風
帝

典
、
煥
乎
史
策
」
と
す
る
「
史
策
」
に
該
当
す
る
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。

ま
た
、『
晋
書
』
巻
八
二
孫
盛
伝
で
桓
温
が
孫
盛
『
晋
陽
秋
』
に
自
身
に
不
都
合
な
事
実
が
叙
述
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
激
怒
し
、
そ

の
内
容
を
書
き
改
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
書
の
持
つ
影
響
力
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
私
撰
史
書
の
域

を
超
え
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
桓
温
は
、
修
史
部
局
で
あ
る
秘
書
の
改
革
を
推
進
し
て
お
り
、
自
身
に
不
都
合
な

事
実
を
叙
述
し
な
い
晋
史
編
纂
を
断
行
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
孫
盛
の
『
晋
陽
秋
』
を

見
た
桓
温
が
孫
盛
で
は
な
く
、
そ
の
子
に
向
け
て
怒
気
を
発
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
、
孫
盛
『
晋
陽
秋
』
を
容
易
に
改
訂
で
き
る
も
の
で

は
な
い
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
孫
盛
の
修
史
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
と
、『
北
堂
書
鈔
』
巻
五
七
設
官
部
九
著
作
惣
六
十
に
引
く
『
晋
中
興
書
』

に
、「
太
康
孫
錄
云
、
孫
盛
字
安
國
、
以
祕
書
監
領
著
作
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
孫
盛
が
修
史
を
監
督
す
る
秘
書
監
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら

実
際
の
修
史
を
行
う
著
作
郎
を
兼
任
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
と
す
れ
ば
、『
世
説
新

語
』
排
調
篇
二
五
に
「
褚
季
野
問
孫
盛
、
卿
國
史
何
當
成
、
孫
云
、
久
應
竟
、
在
公
無
暇
、
故
至
今
日
」
と
い
う
、
公
務
の
片
手
間
に
私
撰

晋
史
の
編
纂
を
行
っ
て
い
た
と
読
み
取
れ
る
記
事
も
、
秘
書
監
兼
著
作
郎
で
あ
る
孫
盛
が
公
然
に
哀
帝
、
も
し
く
は
桓
温
が
言
う
よ
う
に
枋

頭
の
戦
い
が
行
わ
れ
た
廃
帝
弈
の
太
和
年
間
ご
ろ
ま
で
を
対
象
と
し
た
修
史
を
行
っ
て
い
た
と
理
解
で
き
る （
43
）。
秘
書
監
兼
著
作
郎
で
あ
っ
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た
孫
盛
の
修
史
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
太
和
以
前
の
叙
述
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
と
の
認
識
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の

孫
盛
『
晋
陽
秋
』
の
あ
と
を
受
け
た
の
が
、
徐
広
の
編
年
体
『
晋
紀
』
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。『
晋
書
』
巻
八
二
徐
広
伝
に
は
、

義
熙
初
、
奉
詔
撰
車
服
儀
注
、
除
鎭
軍
諮
議
、
領
記
室
、
封
樂
成
侯
、
轉
員
外
散
騎
常
侍
、
領
著
作
。
尚
書
奏
、
左
史
述
言
、
右
官
書

事
、
乘
志
顯
於
晉
鄭
、
春
秋
著
乎
魯
史
。
自
聖
代
有
造
中
興
記
者
、
道
風
帝
典
、
煥
乎
史
策
。
而
太
和
以
降
、
世
歷
三
朝
、
玄
風
聖
迹
、

儵
爲
疇
古
。
臣
等
參
詳
、
宜
敕
著
作
郞
徐
廣
撰
成
國
史
。
於
是
敕
廣
撰
集
焉
。
遷
驍
騎
將
軍
、
領
徐
州
大
中
正
、
轉
正
員
常
侍
、
大
司

農
、
仍
領
著
作
如
故
。
十
二
年
、
勒
成
晉
紀
、
凡
四
十
六
卷
、
表
上
之
。
因
乞
解
史
任
、
不
許
。
遷
祕
書
監
。

と
、
国
史
編
纂
の
勅
を
受
け
た
著
作
郎
徐
広
が
義
熙
十
二
年
（
四
一
六
）
に
編
年
体
で
記
さ
れ
た
『
晋
紀
』
四
六
巻 （
44
） 

を
完
成
さ
せ
、
上
表

し
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
国
史
編
纂
を
推
進
し
た
主
体
で
あ
る
。
上
引
し
た
『
宋
書
』
巻
五
五
徐
広
伝
に
よ

る
と
、
義
熙
二
年
に
尚
書
の
上
奏
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
桓
玄
討
伐
後
、
安
帝
が
復
位
し
た
当
時
の
尚
書
の
ト
ッ
プ
は
劉
裕
に
推
さ
れ
た
王

謐
で
あ
っ
た （
45
）。
す
な
わ
ち
、
国
史
編
纂
は
劉
裕
に
立
て
ら
れ
た
録
尚
書
事
王
謐
を
中
心
と
す
る
尚
書
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
い
た
と
判
断

で
き
る
。
く
わ
え
て
義
熙
初
、
劉
裕
が
徐
広
に
『
車
服
儀
注
』
の
編
纂
を
命
じ
、
そ
の
後
著
作
郎
と
な
っ
た
こ
と
、
劉
裕
の
推
薦
を
受
け
て

録
尚
書
事
に
な
っ
た
王
謐
を
中
心
と
す
る
尚
書
の
上
表
に
よ
り
国
史
編
纂
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
鑑
み
る
の
で
あ
れ
ば
、『
晋
紀
』
編
纂
に
劉

裕
の
意
向
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
と
判
断
し
て
大
過
な
い
と
い
え
る
。
そ
の
ほ
か
『
宋
書
』
巻
七
四
臧
質
伝
に
は
、

臧
質
字
含
文
、
東
莞
莒
人
。
父
熹
字
義
和
、
武
敬
皇
后
弟
也
。
與
兄
燾
竝
好
經
籍
。
…
。
高
祖
入
京
城
、
熹
族
子
穆
斬
桓
脩
。
進
至
京

邑
、
桓
玄
奔
走
、
高
祖
使
熹
入
宮
收
圖
書
器
物
、
封
閉
府
庫
。

と
、
臧
質
の
父
、
臧
熹
が
劉
裕
の
桓
玄
討
伐
後
の
建
康
入
城
時
に
、
劉
裕
の
命
に
よ
り
宮
廷
図
書
の
保
護
を
担
っ
た
と
あ
り
、
劉
裕
が
東
晋

王
朝
所
蔵
の
図
書
の
保
護
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
義
熙
八
年
に
成
っ
た
秘
書
郎
徐
広
の
『
晋
義
熙
四

年
秘
閣
四
部
目
録
』
と
も
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
後
、
徐
広
は
義
熙
十
二
年
に
著
作
郎
と
し
て
『
晋
紀
』
を
書
き
上
げ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
徐
広
に
よ
る
校
書
と
修
史
と
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
李
充
校
書
の
背
景
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
東
晋
史
の
編
纂
を
前
提
と
し
た

事
業
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
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お
わ
り
に

東
晋
王
朝
で
は
、
そ
の
創
建
当
初
か
ら
修
史
体
制
を
構
築
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
み
て
き
た
。
校
書
に
つ
い
て
は
、
穆
帝
期
の
李
充

校
書
ま
で
顕
著
な
動
き
は
確
認
し
え
な
い
が
、
李
充
が
元
帝
期
に
集
め
ら
れ
た
と
お
ぼ
し
き
書
物
を
校
書
し
て
い
る
点
を
鑑
み
れ
ば
、
そ
の

創
建
当
初
よ
り
書
物
の
収
集
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
う
る
。

以
下
で
は
、
さ
き
に
提
起
し
た
西
晋
王
朝
と
東
晋
王
朝
と
の
連
続
と
非
連
続
と
に
留
意
し
つ
つ
本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
整
理
し
た
い
。

ま
ず
、
西
晋
王
朝
と
の
非
連
続
性
と
い
う
点
か
ら
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
著
作
郎
で
あ
る
李
充
が
校
書
を
行
う
体
制
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
王
隠
『
晋
書
』
を
見
る
限
り
、
東
晋
王
朝
は
秘
書
が
校
書
と
修
史
と
を
連
動
し
行
う
西
晋
の
校
書
修
史
体
制
を
把
握
し
て
い

た
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
西
晋
か
ら
東
晋
へ
の
混
乱
に
よ
る
知
識
の
伝
承
が
途
切
れ
た
こ
と
に
よ
る
非
連
続
で
は
な
い
こ

と
は
明
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
秘
書
に
属
す
る
秘
書
郎
と
著
作
郎
と
が
校
書
と
修
史
と
を
分
担
し
て
行
う
こ
と
が
難
し
い
東
晋
に
特
有
の
事

情
が
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
連
続
性
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
徐
広
が
秘
書
郎
と
し
て
校
書
を
行
い
、
そ
の
後
著
作
郎
と
し
て
修
史
と
を
行
っ
た
と
い
う
事
実
に

注
目
さ
れ
る
。
徐
広
が
校
書
と
修
史
と
を
行
っ
た
点
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
李
充
の
校
書
の
意
味
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
代
史
で
あ
る
晋

史
編
纂
の
前
提
作
業
と
し
て
の
校
書
事
業
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
徐
広
の
例
か
ら
す
る
と
著
作
郎
と
し
て
李
充
が
行
う
は
ず
で
あ
っ
た
修
史

と
は
、
編
年
体
に
よ
る
晋
史
の
編
纂
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
穆
帝
期
以
降
、
紀
伝
体
で
は
な
く
、
編
年
体
で
晋
史
が
編

ま
れ
た
こ
と
も
そ
の
裏
付
け
と
な
る
。

こ
の
編
年
体
に
よ
る
東
晋
史
編
纂
を
前
提
と
し
た
李
充
の
校
書
は
、
当
時
集
め
ら
れ
て
い
た
元
帝
期
以
降
の
書
物
を
も
校
書
す
る
こ
と
を
視

野
に
入
れ
た
分
類
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
秘
書
郎
徐
広
に
よ
る『
晋
義
熙
四
年
秘
閣
四
部
目
録
』
は
、
東
晋
王
朝
が
長
き
に
わ
た
り
秘
閣
に
集

積
し
て
き
た
書
物
を
李
充
の
四
部
分
類
に
よ
り
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
李
充
の
分
類
を
後
世
へ
伝
え
る
嚆
矢
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
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こ
の
校
書
に
基
づ
き
著
作
郎
徐
広
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
『
晋
紀
』
四
六
巻
は
、
劉
宋
の
建
国
を
予
感
さ
せ
る
な
か
、
劉
裕
の
意
向
を
受
け
、

廃
帝
海
西
公
以
降
の
三
朝
期
（
簡
文
帝
・
孝
武
帝
・
安
帝
）
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
東
晋
時
代
の
集
大
成
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ

し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
著
作
郎
が
校
書
を
行
っ
た
穆
帝
期
の
校
書
か
ら
秘
書
郎
が
校
書
作
業
を
行
い
、
著
作
郎
が
校
書
の
成
果
を
も

と
に
編
年
体
修
史
を
成
し
遂
げ
る
東
晋
の
「
校
書
修
史
体
制
」
が
再
構
築
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
西
晋
王
朝
と
東
晋
王

朝
と
の
連
続
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

東
晋
期
は
修
史
の
元
と
な
る
紀
伝
の
不
足
、
書
写
材
料
で
あ
る
紙
の
不
足
と
い
っ
た
修
史
に
困
難
が
伴
う
状
況
の
な
か
で
、
著
作
の
官
に

任
じ
た
者
を
中
心
に
互
い
に
欠
を
補
い
な
が
ら
歴
史
を
不
断
に
紡
い
だ
時
代
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
代
性
に
史
部
が
子
部
に

先
行
し
た
歴
史
的
背
景
を
見
い
だ
し
う
る
。
東
晋
中
期
に
李
充
に
よ
っ
て
完
成
し
た
『
晋
元
帝
書
目
四
部
』
は
、
載
録
数
三
〇
一
四
巻
と
い

う
載
録
数
の
少
な
い
書
目
で
あ
っ
た
。
こ
の
載
録
数
お
よ
び
「
紀
傳
王
府
に
存
せ
ず
」
と
い
う
元
帝
初
期
に
お
け
る
王
朝
図
書
の
状
況
か
ら

す
る
と
、
載
録
さ
れ
た
史
書
の
増
加
と
い
う
理
由
で
、
乙
部
で
あ
っ
た
子
部
と
丙
部
で
あ
っ
た
史
部
と
を
入
れ
替
え
た
と
は
考
え
に
く
い
。

む
し
ろ
、
顕
在
化
し
た
史
と
い
う
意
識
と
あ
い
ま
っ
て
、
載
録
す
べ
き
史
書
が
少
な
い
と
い
う
と
い
う
状
況
が
、
史
書
、
お
よ
び
史
部
に
対

す
る
重
要
性
を
高
め
、
史
部
を
子
部
に
先
行
さ
せ
る
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
こ
そ
李
充
の
四
部
分
類
が
「
永
く
秘
閣
の
制
度
」

と
し
て
清
朝
に
ま
で
受
け
継
が
れ
る
歴
史
的
背
景
が
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

註
（
1
）	

永
田
拓
治
「
魏
晋
期
に
お
け
る
校
書
事
業
と
史
書
編
纂
」（『
中
国
古
代
史
論
叢
』
九
、
二
〇
一
七
年
）、「
史
部
の
成
立
」（『
魏
晋
南
北
朝
史
の
い
ま
（
ア

ジ
ア
遊
学   

二
一
三
）』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
2
）	

『
七
録
』
序
（『
広
弘
明
集
』
巻
三
帰
正
篇
第
一
之
三
）
中
の
「
古
今
書
最
」
は
、
歴
代
書
目
と
し
て
、
①
『
晉
中
經
簿
四
部
』、
書
一
千
八
百
八
十
五
部
、

二
萬
九
百
三
十
五
卷
。
其
中
十
六
卷
、
佛
經
、
書
簿
少
二
卷
、
不
詳
所
載
多
少
。
一
千
一
百
一
十
九
部
亡
、
七
百
六
十
六
部
存
、
②
『
晉
元
帝
書
目
四
部
』、

東
洋
史
論
集
四
七
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三
百
五
帙
、
三
千
一
十
四
卷
、
③
『
晉
義
熙
四
年
祕
閣
四
部
目
錄
』
⑤
『
宋
元
嘉
八
年
祕
閣
四
部
目
錄
』、
一
千
五
百
六
十
四
帙
、
一
萬
四
千
五
百
八
十
二

卷
【
五
十
五
帙
、
四
百
三
十
八
卷
、
佛
經
也
】
を
挙
げ
る
。

（
3
）	
内
藤
湖
南
『
支
那
目
録
学
』（『
内
藤
湖
南
全
集
』
十
二
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
三
九
三
・
三
九
四
頁
）
参
照
。

（
4
）	

倉
石
武
四
郎
『
目
録
学
』（
汲
古
書
院
、
一
九
七
九
年
、
四
〇
・
四
一
頁
）
参
照
。

（
5
）	

清
水
茂
氏
（『
中
国
目
録
学
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
年
、
二
九
頁
）
は
、「
李
充
が
、
荀
勗
の
目
録
に
も
と
づ
い
て
、
新
し
く
目
録
を
作
り
、
荀
勗
の
目

録
の
乙
部
と
丙
部
と
を
入
れ
か
え
、
乙
部
を
歴
史
書
、
丙
部
を
諸
子
百
家
の
書
と
し
た
。
そ
れ
以
来
、
経
史
子
集
の
順
序
は
固
定
し
て
、
現
在
ま
で
及
ん
で

い
る
。」
と
す
る
。

（
6
）	

李
充
『
晋
元
帝
書
目
四
部
』
に
わ
ず
か
三
〇
一
四
巻
し
か
収
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
余
嘉
錫
氏
（『
目
録
学
発
微
』
巴
蜀
書
社
、
一
九

九
九
年
、
一
三
九
頁
）
は
、
本
書
目
が
古
今
の
書
目
の
中
で
最
も
収
録
数
の
少
な
い
書
目
で
あ
り
、
も
し
荀
勗
『
中
経
新
簿
』
の
よ
う
に
分
類
名
を
設
け
分

類
を
行
っ
た
場
合
、
各
部
に
収
載
さ
れ
る
書
物
が
わ
ず
か
な
巻
数
に
な
る
た
め
、
分
類
名
を
設
け
な
か
っ
た
と
す
る
。

（
7
）	

倪
士
毅
『
中
国
古
代
目
録
学
史
』（
杭
州
大
学
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
四
七
・
四
八
頁
）、
来
新
夏
『
古
典
目
録
学
浅
説
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
、

八
〇
・
八
一
頁
）
な
ど
を
参
照
。

（
8
）	

姚
名
達
「
校
讐
篇
　
魏
呉
両
晋
校
書
六
次
」（『
中
国
目
録
学
年
表
』
商
務
印
書
館
、
一
九
四
〇
年
、
一
八
二
頁
）
参
照
。
船
木
勝
馬
氏
（「
晋
朝
に
お
け

る
史
官
・
修
史
を
め
ぐ
っ
て
」『
日
野
開
三
郎
博
士
頌
寿
記
念
　
論
集
中
国
社
会･

制
度･

文
化
史
の
諸
問
題
』
中
国
書
店
、
一
九
八
七
年
）
は
、
寧
康
の

次
の
太
元
の
誤
り
と
す
る
。

（
9
）	

前
掲
註 （
6
） 

余
書
（
九
〇
頁
）
参
照
。

（
10
）	

唐
明
元
『
魏
晋
南
北
朝
目
録
学
研
究
』（
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
〇
四
頁
）
参
照
。

（
11
）	

大
著
作
郎
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、『
太
平
御
覧
』
巻
二
三
四
職
官
部
三
二
著
作
郎
に
引
く
王
隠
『
晋
書
』
に「
陳
壽
爲
著
作
佐
郞
、
遷
大
著
作
」
と
見
え
る
。

（
12
）	

牛
潤
珍
氏
（『
漢
唐
初
史
官
制
度
的
演
変
』（
河
北
教
育
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
一
〇
二
・
一
〇
三
頁
）
は
、
泰
始
初
め
か
ら
元
康
二
年
（
二
六
五
～
二

九
二
）
ま
で
著
作
局
は
禁
中
に
あ
り
、
恵
帝
期
の
元
康
二
年
に
著
作
が
秘
書
に
復
属
し
た
さ
い
に
、
禁
中
よ
り
外
朝
に
移
っ
た
と
す
る
。
た
だ
、
著
作
郎
の

多
く
は
内
朝
官
を
兼
務
し
て
お
り
、
著
作
佐
郎
も
そ
の
多
く
が
内
朝
、
ま
た
は
東
宮
侍
官
に
転
任
し
た
た
め
、
著
作
局
が
外
朝
に
あ
り
、
内
朝
で
仕
え
る
と
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い
う
状
況
に
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

（
13
）	
前
掲
註 （
8
） 

船
木
論
文
は
、
東
晋
前
半
期
に
は
著
作
佐
郎
の
名
称
が
現
れ
て
い
た
と
す
る
。
ま
た
、
著
作
佐
郎
と
佐
著
作
郎
と
の
叙
述
の
不
統
一
が
『
晋

書
』
に
見
ら
れ
る
の
は
同
一
人
の
手
で
撰
述
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
す
る
。

（
14
）	

『
初
学
記
』
巻
十
二
職
官
部
下
秘
書
郎
の
条
に
引
く
『
晋
太
康
起
居
注
』
に
は
、「
祕
書
丞
桓
石
綏
、
啓
校
定
四
部
之
書
、
詔
遣
郞
中
四
人
、
各
掌
一
部
」

と
あ
る
。
太
康
年
間
（
二
八
〇
～
二
八
九
）
の
秘
書
監
は
荀
勗
で
あ
り
、
こ
の
校
書
の
責
任
者
で
あ
っ
た
。
な
お
前
掲
註 （
4
） 

倉
石
書
（
四
一
頁
）
は
、

こ
の
記
事
を
、
西
晋
武
帝
の
太
興
年
間
で
は
な
く
、「
晋
の
孝
武
帝
の
と
き
に
秘
書
丞
の
桓
石
綏
が
四
部
の
書
を
校
定
し
た
と
き
詔
に
よ
り
郎
中
四
人
を
遣

し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
部
を
掌
ら
し
め
た
」
と
解
釈
す
る
。
東
晋
の
孝
武
帝
期
に
比
定
す
る
根
拠
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
晋
書
』
巻
九
九
桓
玄
伝
「
三
年
、

東
陽
太
守
殷
仲
文
與
永
嘉
太
守
駱
球
謀
反
、
…
、
劉
裕
以
次
收
斬
之
、
幷
誅
其
家
屬
。
後
桓
謙
走
入
蜀
、
…
。
謙
至
枝
江
、
荊
州
刺
史
劉
道
規
斬
之
、
梁
州

刺
史
傅
歆
又
斬
桓
石
綏
、
桓
氏
遂
滅
。」
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
桓
石
綏
と
『
晋
太
康
起
居
注
』
に
見
え
る
桓
石
綏
と
が
同
一
人
物
で
あ
る
と

断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

（
15
）	

『
北
堂
書
鈔
』
巻
一
〇
一
芸
文
部
七
刊
校
謬
誤
の
条
に
引
く
「
荀
勗
譲
楽
事
表
」
に
は
、「
臣
掌
著
作
、
又
知
祕
書
、
今
覆
校
錯
誤
、
十
萬
餘
卷
書
、
不
可

倉
卒
、
復
兼
他
職
、
必
有
廢
頓
者
也
」
と
あ
る
。

（
16
）	

竹
田
晃
「
干
宝
試
論
―
「
晋
紀
」
と
「
捜
神
記
」
の
間
―
」（『
東
京
支
那
学
報
』
十
一
、
一
九
六
五
年
）、
尾
崎
康
「
干
宝
晋
紀
考
」（『
斯
道
文
庫

論
集
』
八
、
一
九
七
〇
年
）
等
参
照
。

（
17
）	

前
掲
註 （
8
） 

船
木
論
文
参
照
。『
太
平
御
覧
』
巻
二
三
四
職
官
部
三
二
著
作
郎
に
引
く
『
晋
太
興
起
居
注
』
に
は
、「
元
帝
依
故
事
、
召
陳
郡
王
隱
、
待

詔
著
作
、
單
衣
介
幘
、
朔
望
朝
著
作
之
省
」（『
初
学
記
』
巻
十
二
著
作
郎
第
十
二
に
引
く
『
太
興
二
年
依
漢
故
事
』
に
「
召
陳
郡
王
隱
、
待
詔
著
作
、
單
衣

介
幘
、
朝
朔
望
於
著
作
班
次
、
依
佐
郞
也
」）
と
、
元
帝
太
興
中
に
王
隠
が
召
し
出
さ
れ
、
著
作
と
し
て
待
詔
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
待
詔
」

と
は
、
天
子
に
召
し
出
さ
れ
、
ま
だ
正
式
の
官
に
任
じ
ら
れ
な
い
で
、
下
問
に
備
え
て
い
る
状
態
を
指
す
も
の
で
、
前
掲
註 （
12
） 

牛
書
（
一
〇
三
頁
）
は

侯
補
官
の
一
種
で
あ
っ
た
と
す
る
。

（
18
）	

『
晋
書
』
巻
八
二
謝
沈
に
、「
康
帝
卽
位
。
…
何
充
、
庾
冰
竝
稱
沈
有
史
才
、
遷
著
作
郞
、
撰
晉
書
三
十
餘
卷
。
會
卒
、
時
年
五
十
二
。
沈
先
著
後
漢
書
百

卷
及
毛
詩
、
漢
書
外
傳
、
所
著
述
及
詩
賦
文
論
皆
行
於
世
。
其
才
學
在
虞
預
之
右
云
。」
と
、
康
帝
即
位
（
三
四
二
年
）
後
、
何
充
、
庾
冰
ら
に
そ
の
史
才
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を
高
く
評
価
さ
れ
、
著
作
郎
に
転
任
し
た
謝
沈
は
『
晋
書
』
三
十
余
巻
を
撰
述
し
て
い
る
。

（
19
）	
前
掲
註 （
12
） 

牛
書
（
一
一
八
頁
）
は
、
東
晋
期
の
史
官
に
よ
る
国
史
編
纂
は
、
西
晋
史
に
重
点
を
お
い
た
前
期
と
東
晋
史
に
重
き
を
お
い
た
後
半
期
（
成

帝
咸
康
年
間
以
降
）
に
分
け
ら
れ
る
と
す
る
。
川
合
安
氏
（「
桓
温
の
「
省
官
併
職
」
政
策
と
そ
の
背
景
」『
集
刊
東
洋
学
』
五
二
、
一
九
八
四
年
）
は
、
蘇

峻
の
乱
終
息
後
の
三
三
〇
年
代
後
半
か
ら
東
晋
貴
族
体
制
が
安
定
に
向
か
う
と
す
る
川
勝
義
雄
氏
（
東
晋
貴
族
制
の
確
立
過
程
―
軍
事
的
基
礎
の
問
題
と

関
連
し
て
―
）『
六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
）
の
時
期
区
分
に
加
え
、
三
三
九
年
、
王
導
・
郗
鍳
、
三
四
〇
年
、
庾
亮
、
と

初
期
東
晋
政
権
の
指
導
者
が
相
継
い
で
没
し
て
い
る
こ
と
を
も
考
慮
し
て
、
三
四
〇
年
代
か
ら
三
八
〇
年
代
前
半
（
三
八
三
年
淝
水
の
戦
、
三
八
五
年
謝
安

没
）
ま
で
を
東
晋
中
期
と
し
て
い
る
。

（
20
）	

私
撰
修
史
に
着
目
し
た
研
究
し
て
は
、
郝
潤
華
『
六
朝
史
籍
与
史
学
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年
、
一
五
三
～
一
六
〇
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
21
）	

前
掲
註 （
8
） 

船
木
論
文
参
照
。

（
22
）	

前
掲
註 （
12
） 

牛
書
（
一
二
〇
・
一
二
一
頁
）
参
照
。

（
23
）	

編
纂
目
的
に
つ
い
て
は
、『
晋
紀
』
総
論
（『
文
選
』
巻
四
九
史
論
上
）
参
照
。
前
掲
註 （
16
） 

竹
田
論
文
は
、
中
興
期
に
あ
た
り
、
国
威
の
発
揚
と
晋
朝

の
存
在
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
点
に
あ
っ
た
と
す
る
。
前
掲
註 （
16
） 

尾
崎
論
文
は
、
越
智
重
明
氏
（「
東
晋
成
立
に
至
る
過
程
に
就
い
て
」『
東
洋
学
報
』

三
三－

三
・
四
、
一
九
五
一
年
）
の
論
文
を
引
き
な
が
ら
、
琅
邪
王
司
馬
睿
の
皇
位
継
承
の
異
常
性
を
指
摘
し
つ
つ
、
元
帝
王
導
政
権
の
正
統
性
の
主
張
に

あ
っ
た
と
す
る
。

（
24
）	

柳
春
新
氏
（「
陸
機
『
晋
紀
』
与
晋
史
的
修
撰
起
源
」『
魏
晋
南
北
朝
隋
唐
資
料
』
三
二
、
二
〇
一
五
年
）
は
、
陸
機
『
晋
紀
』
が
編
年
体
晋
史
の
先
鞭
と

な
り
、
そ
の
後
の
干
宝
『
晋
紀
』、
孫
盛
『
晋
陽
秋
』
な
ど
の
編
年
体
晋
史
が
生
ま
れ
た
と
す
る
。

（
25
）	

前
掲
註 （
16
） 

尾
崎
論
文
、
参
照
。
ま
た
、「
文
史
が
貴
族
の
教
養
の
中
心
を
占
め
て
、
史
学
が
独
立
し
、
修
史
が
流
行
し
、
捜
神
記
な
ど
を
含
む
雑
伝
類

も
盛
ん
に
編
纂
さ
れ
た
が
、
断
代
紀
伝
体
が
正
史
と
目
さ
れ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
史
記
、
と
く
に
漢
書
を
規
範
と
し
た
王
朝
史
観
と
い
う
べ
き
も

の
が
中
心
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
変
化
を
求
め
、
あ
る
い
は
簡
約
を
志
し
た
も
の
が
、
断
代
編
年
体
を
と
り
、
春
秋
、
左
伝
の
精
神
と
形
式
を
受

継
ご
う
と
し
た
」
と
指
摘
す
る
。

（
26
）	

東
晋
袁
宏
撰
『
後
漢
紀
』
序
文
に
は
、「
聊
以
暇
日
、
撰
集
爲
後
漢
紀
。
其
所
綴
會
漢
紀
、
謝
承
書
・
司
馬
彪
書
・
華
嶠
書
・
謝
忱
（
沈
）
書
・
漢
山
陽
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公
記
・
漢
靈
獻
起
居
注
・
漢
名
臣
奏
、
旁
及
諸
郡
耆
舊
先
賢
傳
、
凡
數
百
卷
。」
と
、
編
年
体
で
あ
る
『
後
漢
紀
』
を
編
纂
す
る
に
当
た
っ
て
、
先
行
す
る

多
く
の
紀
伝
体
後
漢
史
、
お
よ
び
起
居
注
や
郡
国
名
を
冠
し
た
「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」
な
ど
数
百
巻
も
の
「
紀
伝
」
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
27
）	
羅
秉
英
「
関
于
王
隠
『
晋
書
』
的
評
価
問
題
」（『
思
想
戦
線
』
一
九
八
五
年
第
一
期
）
参
照
。
湯
球
『
九
家
旧
晋
書
輯
本
』
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
九

一
年
、
一
六
九
頁
）
は
穆
帝
期
の
佚
文
を
挙
げ
て
い
る
。

（
28
）	

王
隠
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
曹
書
烈
（「
王
隠
家
世
及
其
『
晋
書
』」『
史
学
史
研
究
』
一
九
九
五
年
第
二
期
）
に
詳
し
い
。

（
29
）	

『
初
学
記
』
巻
二
一
文
部
墨
第
九
に
引
く
蕭
方
等
『
三
十
国
春
秋
』
に
「
王
隱
始
成
晉
書
、
合
八
十
八
卷
」、『
隋
書
』
巻
三
三
経
籍
志
経
籍
二
史
部
正
史

に
は
、「
晉
書
八
十
六
卷
、
本
九
十
三
卷
、
今
殘
缺
。
晉
著
作
郞
王
隱
撰
」
と
あ
る
。

（
30
）	

聶
溦
萌
氏
（『
所
謂
正
史
―
漢
唐
間
紀
伝
体
官
修
史
的
生
成
』
北
京
大
学
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
四
年
、
二
三
・
二
四
頁
）
は
、
干
宝
伝
の
「
奏
之
」

と
王
隠
伝
の
「
詣
闕
上
之
」
に
決
定
的
な
違
い
を
見
出
す
。「
奏
之
」
は
、
官
撰
で
計
画
的
に
編
ま
れ
た
書
の
上
奏
を
意
味
し
、「
詣
闕
上
之
」
は
、
献
書
の

方
式
で
あ
り
、
官
に
よ
る
計
画
的
な
書
の
上
奏
で
は
な
い
と
す
る
。

（
31
）	

『
晋
書
』
巻
三
三
何
曽
伝
付
何
遵
伝
に
は
、
何
嵩
の
父
何
遵
が
太
康
初
に
魏
郡
太
守
と
し
て
起
家
し
た
と
あ
る
。
同
伝
に
は
、「（
何
）
嵩
字
泰
基
、
寬
弘

愛
士
、
博
觀
墳
籍
、
尤
善
史
漢
。
少
歷
淸
官
、
領
著
作
郞
。」
と
あ
る
。
ま
た
、『
晋
書
』
巻
五
五
張
戴
伝
に
は
、「（
張
）
載
又
爲
濛
汜
賦
、
司
隸
校
尉
傅
玄

見
而
嗟
歎
、
以
車
迎
之
、
言
談
盡
日
、
爲
之
延
譽
、
遂
知
名
。
起
家
佐
著
作
郞
、
出
補
肥
鄕
令
。
復
爲
著
作
郞
、
轉
太
子
中
舍
人
、
遷
樂
安
相
、
弘
農
太

守
。
長
沙
王
乂
請
爲
記
室
督
。
拜
中
書
侍
郞
、
復
領
著
作
。」
と
、
司
隸
校
尉
傅
玄
に
見
い
だ
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
傅
玄
が
司
隸
校
尉
に
な
っ
た
の
は
泰

始
五
年
（
二
六
九
）
で
あ
る
。

（
32
）	

虞
預
は
、
著
作
郎
と
し
て
王
隠
の
晋
史
を
盗
み
見
つ
つ
晋
史
を
「
私
撰
」
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
行
為
は
、
著
作
郎
の
任
に
あ
る
も
の
は
晋
史
を
編
ま
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
が
広
ま
っ
て
い
た
状
況
が
生
み
出
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
虞
預
『
晋
書
』
は
、『
晋
書
』
巻
八
二
虞
預
伝
に
、「（
虞
）
預

雅
好
經
史
、
…
。
著
晉
書
四
十
餘
卷
、
會
稽
典
錄
二
十
篇
、
諸
虞
傳
十
二
篇
、
皆
行
於
世
。」
と
、
虞
預
は
『
晋
書
』
四
十
余
巻
（『
隋
書
』
巻
三
三
経
籍
志

史
部
正
史
類
「
晉
書
二
十
六
卷
本
四
十
四
卷
、
訖
明
帝
、
今
殘
缺
。
晉
散
騎
常
侍
虞
預
撰
」）
と
し
て
世
に
流
伝
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
33
）	

前
掲
註 （
12
） 

牛
書
（
一
二
一
頁
）
は
、
両
晋
期
は
起
居
注
で
す
ら
も
私
人
に
よ
る
撰
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
34
）	

『
三
国
志
』
巻
六
十
呂
岱
伝
に
引
く
裴
松
之
注
に
は
王
隠
『
交
広
記
』
が
見
え
、
王
隠
が
南
方
に
も
通
じ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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（
35
）	

宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
』（
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
五
六
年
、
二
三
八
・
二
三
九
頁
）
参
照
。

（
36
）	
『
太
平
御
覧
』
巻
二
〇
三
職
官
部
一
総
敍
官
に
引
く『
桓
温
集
略
』
に
、「
宜
從
權
制
、
併
官
省
職
、
愚
謂
門
下
三
省
、
祕
書
、
著
作
、
通
可
減
半
」
と
あ
る
。

（
37
）	
前
掲
註 （
19
） 

川
合
論
文
、
参
照
。

（
38
）	

『
晋
書
』
巻
九
八
桓
温
伝
に
は
、「
上
疏
陳
便
宜
七
事
、
…
。
其
二
、
戶
口
凋
寡
、
不
當
漢
之
一
郡
、
宜
幷
官
省
職
、
令
久
於
其
事
。
…
。
其
六
、
宜
述
遵

前
典
、
敦
明
學
業
。
其
七
、
宜
選
建
史
官
、
以
成
晉
書
。
有
司
皆
奏
行
之
。」
と
あ
る
。

（
39
）	

錢
大
昕
『
二
十
二
史
考
異
』
巻
二
二
孫
盛
伝
は
、
枋
頭
の
戦
い
の
時
に
慕
容
儁
は
す
で
に
没
し
て
お
り
、
慕
容
暐
の
時
代
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

（
40
）	

両
唐
志
に
荀
欽
明
『
宋
百
官
階
次
』
三
卷
、『
宋
百
官
春
秋
』
六
卷
と
あ
る
。
荀
欽
明
は
『
南
斉
書
』
巻
十
六
百
官
志
序
に
そ
の
名
が
見
え
る
。

（
41
）	

『
晋
書
』
巻
九
十
良
吏
伝
呉
隠
之
伝
に
、「
吳
隱
之
字
處
默
、
…
。
遂
爲
溫
所
知
賞
、
拜
奉
朝
請
、
尚
書
郞
、
累
遷
晉
陵
太
守
。
在
郡
淸
儉
、
妻
自
負
薪
。

入
爲
中
書
侍
郞
、
國
子
博
士
、
太
子
右
衞
率
、
轉
散
騎
常
侍
、
領
著
作
郞
。
孝
武
帝
欲
用
爲
黃
門
郞
、
以
隱
之
貌
類

文
帝
、
乃
止
。
尋
守
廷
尉
、
祕
書

監
、
御
史
中
丞
、
領
著
作
如
故
」
と
あ
り
、
安
帝
期
に
秘
書
監
に
任
じ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。

（
42
）	

『
元
明
紀
』
は
書
名
の
と
お
り
初
代
元
帝
、
二
代
明
帝
を
対
象
と
し
た
編
年
体
晋
史
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
『
晋
紀
』
十
一
巻
で
あ
る
が
、

『
隋
書
』
巻
三
三
経
籍
志
史
部
古
史
類
に
は
「
訖
明
帝
、
晉
荊
州
別
駕
鄧
粲
撰
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
同
じ
く
明
帝
ま
で
を
対
象
に
し
た
晋
史
で
あ
る
と
判
断

し
う
る
。
た
だ
、『
世
説
新
語
』
賞
誉
五
四
に
引
く
鄧
粲
『
晋
紀
』
に
三
代
皇
帝
成
帝
の
咸
和
年
間
（
三
二
六
～
三
三
四
年
）
の
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

成
帝
ま
で
を
叙
述
対
象
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
。『
晋
書
』
巻
八
二
鄧
粲
伝
に
は
「
鄧
粲
以
父
騫
有
忠
信
而
世
無
知
者
、
乃
著
元
明
紀
十
篇
」
と
、
父
の
名

を
知
ら
し
め
る
た
め
に
晋
史
を
編
ん
だ
と
あ
る
。

（
43
）	

岩
本
篤
志
氏
（「
敦
煌
・
吐
魯
番
発
見
「
晋
史
」
写
本
残
巻
考
―
『
晋
陽
秋
』
と
唐
修
『
晋
書
』
と
の
関
係
を
中
心
に
」『
西
北
出
土
文
献
研
究
』
二
、

二
〇
〇
五
年
）
は
、
廃
帝
海
西
公
の
太
和
六
年
（
三
七
一
）
ま
で
の
記
述
が
あ
っ
た
と
す
る
。
前
掲
註 （
30
） 

聶
論
文
は
、
孫
盛
『
晋
陽
秋
』
と
東
晋
国
史

と
の
関
わ
り
に
言
及
す
る
。

（
44
）	

『
南
史
』
巻
三
三
徐
広
伝
「
廣
所
撰
晉
紀
四
十
二
卷
、
義
熙
十
二
年
成
、
表
上
之
。」
と
、
四
二
巻
に
作
る
。

（
45
）	

『
宋
書
』
巻
一
武
帝
紀
に
「
庚
申
、
高
祖
鎭
石
頭
城
、
立
留
臺
官
、
焚
桓
溫
神
主
於
宣
陽
門
外
、
造
晉
新
主
、
立
于
太
廟
。
遣
諸
將
帥
追
玄
、
尚
書
王
嘏

率
百
官
奉
迎
乘
輿
。
司
徒
王
謐
與
眾
議
推
高
祖
領
揚
州
、
固
辭
。
乃
以
謐
爲
錄
尚
書
事
、
領
揚
州
刺
史
。」
と
あ
る
。

－29－

東
晋
期
に
お
け
る
校
書
事
業
と
晋
史
編
纂
（
永
田
）


